


 

 

旧（Ｈ１５．１１版） 改訂案（Ｈ１６．１０版） 

 

第1章 はじめに 

１．このマニュアル（案）について 

１）目  的 

  CALS の本格運用に向けた三重県独自の運用として適用する。 

  ただし、運用上の課題を抽出し、その解決を図るため、逐次更新する。 
 
2）適用範囲及び制定・改訂 

本マニュアルは「電子納品」の本格運用にあたって三重県独自の取り

決め事項について規定したものである。なお、総務局営繕Ｔにおいては

当該マニュアル（案）の適用については別途協議とする。 

：平成１５年  ３月制定 

：平成１５年１１月改訂 
 

3）準拠すべき基準（案）等 

各部局毎に「電子納品」に伴う電子データの作成には下記の要領・基

準（案）等に準拠することを前提とする。電子納品要領・基準（案）等につ

いては契約時の最新の要領・基準（案）等とする。 

下記要領・基準（案）等が改訂、追加された場合には、本マニュアル

（案）の改訂を待たず、下記要領・基準（案）等に従うものとする。 
 
 
 

記 

１．要領・基準（案）等 

総務局営繕Ｔ   国土交通省＜大臣官房官庁営繕部＞版（ただし図 

           面レイヤー等未策定の要領・基準（案）等については 

           自省要領・基準（案）の類似のものを準用する）とする。 

           ただし当面の間、デジタル写真管理については国土 

           交通省版を準用する。 

 

環 境 部     県土整備部に同じとする 

 

    農林水産商工部 現在、農林水産省農村振興局版については要領・基準 
 

 

 

第1章 はじめに 

１．このマニュアル（案）について 

１）目  的 

  CALS の本格運用に向けた三重県独自の運用として適用する。 

  ただし、運用上の課題を抽出し、その解決を図るため、逐次更新する。 
 
2）適用範囲及び制定・改訂 

本マニュアル（案）は「電子納品」の本格運用にあたって三重県独自の

取り決め事項について規定したものである。なお、総務局営繕室が所管

する案件については本マニュアル（案）の適用は別途協議とする。 

：平成１５年  ３月制定 

：平成１５年１１月改訂 

：平成１６年１０月改訂 
 

3）準拠すべき基準（案）等 

各部局の「電子納品」に伴う電子データの作成には下記の要領・基準

（案）等に準拠することを前提とする。電子納品要領・基準（案）等につい

ては契約時の最新の要領・基準（案）等とする。 

なお、下記要領・基準（案）等が改訂、追加された場合は、本マニュアル

（案）の改訂を待たず、各要領・基準（案）等の適用開始時期に準じて適

用する。 

 

記 

１．要領・基準（案）等 

総務局営繕室   国土交通省＜大臣官房官庁営繕部＞版（ただし図 

           面レイヤー等未策定の要領・基準（案）等については 

           自省要領・基準（案）の類似のものを準用する）とする。 

           ただし当面の間、デジタル写真管理については国土 

           交通省版を準用する。 

 

環境森林部     県土整備部に同じとする 

 

      農水商工部  現在、農林水産省農村振興局版については要領・基準 
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案）等の策定数が少ないため、当面はＣＡＤ製図に関わる

要領・基準（案）等のみ農林水産省農村振興局版（ただし

図面レイヤー等未策定の要領・基準（案）等については自

省要領・基準（案）等の類似のものを準用するが、適応す

る要領・基準（案）等がない場合は国土交通省版を準用す

る）とする。その他については県土整備部に同じとする。 
 
県土整備部   国土交通省版（ただし図面レイヤー等未策定の要領・基準

（案）等については自省要領・基準（案）等の類似のもの

を準用する）とする。ただし、国土交通省＜大臣官房官庁

営繕部＞版についてはＣＡＤ製図に関わる要領・基準（案）

等のみとする。 
 
企 業 庁   県土整備部に同じとする。 
 
 
また、現在作成されている電子納品要領・基準（案）等は次項のとおりとなっ

ております。 
 

 
案）等の策定数が少ないため、当面はＣＡＤ製図に関わる

要領・基準（案）等のみ農林水産省農村振興局版（ただし

図面レイヤー等未策定の要領・基準（案）等については自

省要領・基準（案）等の類似のものを準用するが、適応す

る要領・基準（案）等がない場合は国土交通省版を準用す

る）とする。その他については県土整備部に同じとする。 
 
県土整備部   国土交通省版（ただし図面レイヤー等未策定の要領・基準

（案）等については自省要領・基準（案）等の類似のもの

を準用する）とする。ただし、国土交通省＜大臣官房官庁

営繕部＞版についてはＣＡＤ製図に関わる要領・基準（案）

等のみとする。 
 
企 業 庁   県土整備部に同じとする。 
 
 
また、現在作成されている電子納品要領・基準（案）等は次項のとおりとなっ

ております。 
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監修等先 要 領・基 準（案）等 発行年月 
三重県 三重県ＣＡＬＳ実証フィールド実験マニュアル H15.03 

土木設計業務等の電子納品要領（案） H13.08 

工事完成図書の電子納品要領（案） H13.08 

ＣＡＤ製図基準（案） H15.07 

地質調査資料整理要領（案） H15.07 

デジタル写真管理情報基準（案） H14.07 

測量成果電子納品要領（案）          H15.03 

土木設計業務等の電子納品要領（案） 
電気通信設備編 H15.07 

工事完成図書の電子納品要領（案） 
 電気通信設備編 H15.07 

ＣＡＤ製図基準（案）電気通信設備編 H15.07 

電子納品運用ガイドライン（案） H13.03 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「土木設計業務編」 H14.02 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「土木工事編」 H14.02 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「地質・土質調査編」 H15.01 

国土交通省 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「測量編」 H15.08 

土木研究所 地すべり調査用ボーリング柱状図        
作成要領（案） H14.06 

官庁営繕事業に係わる電子納品         
運用ガイドライン（案） H14.11 

営繕工事電子納品要領（案） H14.11 

建築設計業務等電子納品要領（案） H14.11 

国土交通省 
大臣官房 
官庁営繕部 

建築ＣＡＤ図面作成要領（案） H14.11 

  

 

監修等先 要 領・基 準（案）等 発行年月 
三重県 三重県ＣＡＬＳ実証フィールド実験マニュアル H15.03 

土木設計業務等の電子納品要領（案） H16.06 

工事完成図書の電子納品要領（案） H16.06 
ＣＡＤ製図基準（案） H16.06 
地質・土質調査成果電子納品要領（案） H16.06 
デジタル写真管理情報基準（案） H16.06 
測量成果電子納品要領（案）          H16.06 

土木設計業務等の電子納品要領（案） 
 電気通信設備編 H16.06 

工事完成図書の電子納品要領（案） 
 電気通信設備編 H16.06 

ＣＡＤ製図基準（案）電気通信設備編 H16.06 

土木設計業務等の電子納品要領（案） 
 機械設備工事編 

H16.03 

工事完成図書の電子納品要領（案） 
 機械設備工事編 

H16.06 

ＣＡＤ製図基準（案）機械設備工事編 H16.03 

電子納品運用ガイドライン（案） H16.03 

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン（案） H16.01 

電子納品運用ガイドライン（案）電気通信設備編 H16.05 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「土木設計業務編」 H14.02 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「土木工事編」 H14.02 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「地質・土質調査編」 H15.01 

 
国土交通省 

現場における電子納品に関する事前協議 
ガイドライン（案）「測量編」 H15.08 

土木研究所 地すべり調査用ボーリング柱状図        
作成要領（案） H14.06 
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（最新情報参照先：国土交通省 国土技術政策総合研究所） 

 http://www.nilim.go.jp/ 

（最新情報参照先：農林水産省農村振興局） 

http://www.nncals.jp/index.html 

＊ の要領（案）については当面は三重県では適用しない。 
 

監修等先 要 領・基 準（案）等 発行年月 
ＣＡＤ図面作成要領（案） H15.03 

地方整備局（港湾空港関係）の現場における 
電子納品に関する事前協議ガイドライン（案） H15.03 

地方整備局（港湾空港関係）の土木設計業務におけ
る電子納品に関する事前協議ガイドライン（案） H15.03 

国土交通省 
港湾局 

地方整備局（港湾空港関係）における電子納品運用 
ガイドライン（案） H15.03 

＊設計業務等の電子納品要領（案） H15.04 

＊工事完成図書の電子納品要領（案） H15.04 

電子化図面データの作成要領（案） H15.04 

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案） 
（業務工事共通） H14.11 

＊電子化写真データの作成要領（案） H15.04 

＊測量業務成果電子納品要領（案） H15.09 

＊地質調査資料整理要領（案） H15.09 

農林水産省
農村振興局 

電子納品運用ガイドライン（案）（工事業務共通） H15.04 

 

 

（最新情報参照先：国土交通省 国土技術政策総合研究所） 

 http://www.nilim.go.jp/ 

（最新情報参照先：農林水産省農村振興局） 

  http://www.nncals.jp/index.html 

＊の要領（案）については当面は三重県では適用しない。 

監修等先 要 領・基 準（案）等 発行年月 
官庁営繕事業に係わる電子納品         
運用ガイドライン（案） H14.11 

営繕工事電子納品要領（案） H14.11 

建築設計業務等電子納品要領（案） H14.11 

 
国土交通省 
大臣官房 
官庁営繕部 

建築ＣＡＤ図面作成要領（案） H14.11 

ＣＡＤ図面作成要領（案） H16.03 

地方整備局（港湾空港関係）の現場における 
電子納品に関する事前協議ガイドライン（案） H16.03 

地方整備局（港湾空港関係）の設計業務における電子
納品に関する事前協議ガイドライン（案） H16.03 

 
国土交通省 
港湾局 

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品
運用ガイドライン（案） H16.03 

＊設計業務等の電子納品要領（案） H15.04 

＊工事完成図書の電子納品要領（案） H15.04 

電子化図面データの作成要領（案） H16.04 

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案） 
（業務工事共通） H14.11 

＊電子化写真データの作成要領（案） H15.04 

＊測量業務成果電子納品要領（案） H15.09 

＊地質調査資料整理要領（案） H16.04 

＊設計業務等の電子納品要領（案） 電気通信設備編 H16.04 

＊工事完成図書の電子納品要領（案） 電気通信設備編 H16.04 

＊電子化図面データの作成要領（案） 電気通信設備編 H16.04 

 
農林水産省
農村振興局 

電子納品運用ガイドライン（案）（工事業務共通） H15.12 
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要領（案）、基準（案）では電子媒体のルートフォルダについては変更できない。 

ただし、測量成果の電子納品要領（案）については電子媒体のルート直下及び

ＷＯＲＫ、ＤＡＴＡ、ＯＴＨＥＲＳフォルダは変更できないが、ＷＯＲＫ、ＤＡＴＡフォ

ルダ直下のサブフォルダは測量区分内で複数地区、複数地図情報レベル等により

測量作業を区分する場合は変更可能であるので注意する。 

ＣＤ－Ｒのラベルの業務番号、工事番号については三重県進行管理システムの

コード番号（仕様書右端の番号（例）４１４－００００１なら４１４００００１）を記入する。 

ＣＤ－Ｒ媒体を入れるプラスチックケースには情報記載は不必要である。 

ケース蓋は透明なものとし、ＣＤ－Ｒを格納後にＣＤ－Ｒのラベル記載事項が見

えるものとする。 

なお、ＣＤ－Ｒメディアは品質の信頼性が高いものを使用すること。 

また、ＣＤ－Ｒメディアは白色ラベルを使用するのが望ましい。 

 

2）紙による成果品 

要領・基準（案）等が未策定のものや紙ベースの資料が膨大であるもの、又は

電子化することが困難な資料（ミルシート、カタログ等の一部などで第三者の公

印が必要な品質証明書など電子データの原本性を確認する必要があるもの）な

ど、省力化に明らかに繋がらない場合等、やむをえない場合は、監督員との協

議により紙ベースのみの提出も可能であることとする。 

この場合、紙ベースのみの納品と判断するに至った経緯を打ち合わせ簿等で

確認するものとする。 

 

3）電子納品する範囲および電子データのファイルフォーマットの確定 

業務または工事着手前に、予め電子化する書類の範囲およびファイ

ルフォーマットを発注者・受注者間で確定しておくものとする。  

ファイルフォーマットは、受発注者間で同一のフォーマットを使用する

ことが望ましいが、やむをえず異なるフォーマットを使用する場合には、

双方のフォーマット同士のデータコンバートによって十分な互換性が確

認されており、完全に一致した状態で読み込むことが出来る 

 

 

（上から７行目まで削除） 

ＣＤ－Ｒに記述する業務番号、工事番号は三重県進行管理システムのコード番

号（仕様書鏡の右下端の施行番号（例）４１６－００００１なら４１６００００１）を記入す

る。 

ＣＤ－Ｒ媒体を入れるプラスチックケースには情報記載は不必要である。 

ケース蓋は透明なものとし、ＣＤ－Ｒを格納後にＣＤ－Ｒの表示事項が見えるもの

とする。 

なお、ＣＤ－Ｒメディアは品質の信頼性が高いものを使用すること。 

また、ＣＤ－Ｒメディアは表面が白色のものを使用するのが望ましい。 

 

 

 

 

2）紙による成果品 

要領・基準（案）等が未策定のものや紙ベースの資料が膨大であるもの、又は

電子化することが困難な資料（ミルシート、カタログ等の一部などで第三者の公

印が必要な品質証明書など電子データの原本性を確認する必要があるもの）な

ど、省力化に明らかに繋がらない場合等、やむをえない場合は、監督員との協

議により紙ベースによる提出も可能であることとする。 

この場合、紙ベースによる納品と判断するに至った経緯を打ち合わせ簿等で

確認するとともに、提出にあたっては電子納品データとの区切りを明確とするた

め、紙ベースによる納品の範囲は、電子化できなかったものを含む書類の最小

単位とする。 

 

3）電子納品する範囲および電子データのファイルフォーマットの確定 

業務または工事着手前に、予め電子化する書類の範囲およびファイル

フォーマットを発注者・受注者間で確定しておくものとする。  

ファイルフォーマットは、受発注者間で同一のフォーマットを使用するこ

とが望ましいが、やむをえず異なるフォーマットを使用する場合には、双

方のフォーマット同士のデータコンバートによって十分な互換性が確認さ

れており、完全に一致した状態で読み込むことが出来る 
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必要がある。十分な互換性が確認されていない場合には、予め双方

の環境下で対象のファイルを開いて書類等の改変度を確認し、対象

となる書類等の重要性を勘案して使用するフォーマットを選択するも

のとする。 

また、圧縮ソフトによるファイルの圧縮は行わない。 
 

4）電子データ原本の保護 

 電子データの改ざん等を防止し原本性を証明するためには電子署名

の導入が必要であるが、現在の制度面、技術面では難しいため、当面

は下記を暫定措置とする。 

電子データの改ざん防止には、書き込みが1度しかできないCD-Rのみ

を利用する。 

受発注者が相互に電子媒体の内容を確認した後に、CD-R のラベルに

直接署名を行うものとする。 

発注者は監督員（単数監督員制）又は専任監督員（複数監督員制）が

署名するものとし、受注者については工事の場合は現場代理人とする。業

務委託については管理技術者が配置されている場合は管理技術者配置

されていない場合は主任技術者が署名する。 

受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために電子媒体納品

書を作成し、署名・押印の上、電子媒体と共に納品するものとする。 
 

 

必要がある。十分な互換性が確認されていない場合には、予め双方

の環境下で対象のファイルを開いて書類等の改変度を確認し、対象

となる書類等の重要性を勘案して使用するフォーマットを選択するも

のとする。 

また、圧縮ソフトによるファイルの圧縮は行わない。 
 

4）電子データ原本の保護 

 電子データの改ざん等を防止し原本性を証明するためには電子署名

の導入が必要であるが、現在の制度面、技術面では難しいため、当面は

下記を暫定措置とする。 

電子データの改ざん防止には、書き込みが 1度しかできないCD-Rのみ

を利用する。 

受発注者が相互に電子媒体の内容を確認した後に、CD-R に直接署

名を行うものとする。 

発注者は監督員（単数監督員制）又は専任監督員（複数監督員制）が署

名するものとし、受注者については工事の場合は現場代理人とする。業務

委託については管理技術者が配置されている場合は管理技術者配置さ

れていない場合は主任技術者が署名する。 

受注者は、電子媒体及び電子化できなかった書類の原本性を証明する

ため、電子媒体等納品書を作成し、署名・押印の上、電子媒体と共に納品

するものとする。このとき、電子化できなかった書類名欄へは、監督員、現

場代理人等が押印する書類を除いた書類を記入する。 
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     業務委託の電子媒体納品書例      工事の電子媒体納品書例 

 

5）ウィルス対策 

 成果品の電子納品時において、納品前には必ず以下の各項目に従

ってウィルス対策を行う。 

・納品すべき最終成果品が完成し、CD-R に書き込んだ時点でウィ

ルスチェックを行う。 

・ウィルス対策ソフトはシェアの高いものを利用する。（三重県庁内

LAN においてはウィルスバスターを使用中であるが、受注者は各自

用意する必要がある。） 

・最近のウィルスも検出できるように、ウィルス対策ソフトは常に最新

のデータに更新（アップデート）したものを利用する。できるだけサポ

ート契約により自動的にアップデートが可能であることが望ましい。 

・納品する媒体にはウィルスチェックに関する情報として以下を記載

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    業務委託の電子媒体等納品書例    工事の電子媒体等納品書例 

 

5）ウィルス対策 

 成果品の電子納品時において、納品前には必ず以下の各項目に従

ってウィルス対策を行う。 

・納品すべき最終成果品が完成し、CD-Rに書き込んだ時点でウィル

スチェックを行う。 

・ウィルス対策ソフトはシェアの高いものを利用する。（三重県庁内

LAN においてはウィルスバスターを使用中であるが、受注者は各自

用意する必要がある。） 

・最近のウィルスも検出できるように、ウィルス対策ソフトは常に最新の

データに更新（アップデート）したものを利用する。できるだけサポー

ト契約により自動的にアップデートが可能であることが望ましい。 

・納品する媒体にはウィルスチェックに関する情報として以下を記載

する。 
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ア）使用したウィルス対策ソフト名 

イ）ウィルス（パターンファイル）定義年月日またはパターンファイル名 

ウ）チェック年月日 

  

6）ファイル名称およびXML文書に使用する文字 

（1）ファイル名称 

Windows95以降のOSを用いる際は255文字（半角；ただしデジタル工

事写真の電子納品実験における工事写真ファイルおよび参考図ファイ

ルは80文字以内）以内とし、これ以前のOSの場合は半角で8文字と拡

張子 3 文字以内とする。ただし、\ / : * ? “ < > | の文字は使用できな

い。また、電子メールにファイルを添付して送信する場合には半角英数

字 8 文字までのファイル名とすることが望ましい。 

この他、下記 XML 文書の使用禁止文字を準用する。 

（2）XML 文書 

XML文書に使用する文字コードはシフト JIS コードで規定される文字と

する。ただし、以下の文字の使用を禁止する。 

  ・XML の予約文字 ・全角英数文字 

  ・半角カナ文字  

  ・TAB コード  

  ・改行コード  

  ・機種に依存する文字 

  （シフト JIS コード 8540 から 889E まで、および ED40 以降の文

字；下記はその一例） 

 

       
 
 

 

ア）使用したウィルス対策ソフト名 

イ）ウィルス（パターンファイル）定義年月日またはパターンファイル名 

ウ）チェック年月日 

  

（ 「6）ファイル名称およびXML文書に使用する文字」 全削除 ） 

 

      







 
旧（Ｈ１５．１１版） 改訂案（Ｈ１６．１０版） 

に配慮する。 

<2>カラーインクジェットプリンタを使用する場合。 

      インクジェットプリンター用紙を使用すること。 

また、両面印刷は行わない。 

 

2)着工前、完成後及び主要な構造物等、監督員の指示により印刷する写真はサー

ビス版相当の大きさとし、Ａ４版縦の用紙に１ページに３枚割付とする。（豆図等

含む） 

 

 

3.電子媒体の提出部数について 

1)デジタル工事写真 

ＣＤ－Ｒで当面は２部（そのうち１部は工事写真帳＜ＣＤ提出用＞に格納）発注

者に提出する。また、写真データの閲覧を効率的に行うため、写真データの一

覧（サムネール）をＡ－４版縦の用紙に印刷した資料を工事写真帳＜ＣＤ提出

用＞に格納して提出する。 

また、監督員が指示した、着工前、完成後及び主要な構造物等の写真について

も工事写真帳＜ＣＤ提出用＞に格納する。 

工事写真帳＜ＣＤ提出用＞は完成図書に添付する。 

工事写真帳＜ＣＤ提出用＞の背表紙には年度、工事名、完成年月、発注者及

び受注者名を明記する。 

  2)完成図書 

ＣＤ－Ｒで当面は３部、発注者に提出する。写真データがない場合は、１部は簡

易なファイル等に格納して提出する。写真データがある場合は、写真データの

閲覧を効率的に行うため、写真データの一覧（サムネール）をＡ－４版縦の用紙

に印刷した資料と共にＣＤ－Ｒ１部を工事写真帳＜ＣＤ提出用＞に格納して提出

する。 

また、監督員が指示した着工前、完成後及び主要な構造物等の写真についても

工事写真帳＜ＣＤ提出用＞に格納する。 

工事写真帳＜ＣＤ提出用＞及び簡易なファイル等は完成図書に添付する。 

簡易なファイル及び工事写真帳＜ＣＤ提出用＞の背表紙には年度、委託及び工

事名、完成年月、発注者及び受注者名を明記する。 

業務委託については電子データ化したものについても当面は原紙、原図等を併

せて提出する。 

に配慮する。 

<2>カラーインクジェットプリンタを使用する場合。 

      インクジェットプリンター用紙を使用すること。 

また、両面印刷は行わない。 

 

2) 着工前、完成後及び主要な構造物等、監督員の指示により当該工事の概要が

把握できる又は重要な写真を代表写真（写真管理項目の「代表写真」に「１」を記

入）とし、印刷にあたっては従来のサービス版相当の大きさとし、Ａ４版縦の用紙

に１ページに３枚割付とする。（豆図等含む） 

 

3.電子媒体の提出部数について 

１）デジタル工事写真及び工事完成図書 

デジタル工事写真及び工事完成図書の提出形式・部数は、工事写真帳＜ＣＤ提

出用＞（工事完成図書の場合は完成図書＜ＣＤ提出用＞）１部とＣＤ－Ｒを透明ケ

ースに格納したもの１部の合計２部とする。 

工事写真帳＜ＣＤ提出用＞（工事完成図書の場合は完成図書＜ＣＤ提出用＞）

は、表紙及び背表紙に年度、工事名、完成年月、発注者名及び受注者名を明記し

た簡易ファイルとし、以下のものを綴じる。 

・ＣＤ－Ｒ 

・全写真のサムネール印刷 

・監督員が指示した代表写真のＡ４版３枚割付印刷 
 
 
２）業務委託完成図書 

業務委託完成図書の提出形式・部数は、完成図書＜ＣＤ提出用＞１部とＣＤ－Ｒ

を透明ケースに格納したもの２部の合計３部とする。 

完成図書＜ＣＤ提出用＞は、表紙及び背表紙に年度、工事名、完成年月、発注

者名及び受注者名を明記した簡易ファイルとし、以下のものを綴じる。 

・ＣＤ－Ｒ 

（写真データがある場合） 

・全写真のサムネール印刷 

・監督員が指示した代表写真のＡ４版３枚割付印刷 
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なお、押印が必要な書類については紙データでも納品するものとし、正は

紙データとする。また、電子化しなかったものについては紙データとして原

図１部、コピー３部を納品するものとする。 

業務委託では当面、検査用として、受注者は両面刷りのＡ４版紙媒体を用

意する（写真は含まず）。なお、その製本方法については市販のチューブ

ファイル等に綴じたものとし、背表紙には年度、委託名、完成年月、発注

者及び受注者名を明記する。 

図面は従来同様、図面袋等に格納して添付する。 

 

 

4.デジタル写真の電子データについて 

１）写真管理に用いる写真管理項目の内、写真情報－撮影情報－撮影箇所

については条件付き必須記入となっている。しかしながら、書類整理を行うう

えでは撮影箇所を写真帳に記載することは望ましく、ビューワーでの検索に

活用できることからもできる限り入力するよう受注者に指導を行うこと。 

 

２）デジタルカメラで撮影する場合、デジタルズームは使用しない。なお、写真

の信憑性を考慮し、原則として写真の編集は認めない。 

 ただし、監督員の承諾を得た場合はパノラマ、全体の明るさの補正のみ認め

るものとする。 

 画像データの編集とはＪＰＥＧ形式のデータを編集後に再度ＪＰＥＧにて保存

する作業である。 

 そのため、データの再圧縮が生じるので以前のデータに比較して細部が不

鮮明となる可能性がある。 

 このため工事写真の編集の繰り返しは避けるとともに、画像データを編集後

に保存する際は最高圧縮率（最高画質）で保存する。 

 また、トンネル内の暗所の撮影や水中写真等、現場条件によりデジタルカメ

ラの撮影が適切でない場合は従来の銀塩方式のカメラを使用するものとす

る。 

 

 
３）その他 

・押印が必要な書類は、押印した紙データを正として納品し、その原稿の電

子データを電子納品とする。なお、電子化しなかったものについては、紙

データ１部を納品することとする。 

・業務委託では当面電子媒体に加え、原図及び原稿１式、検査用の成果品コピー

１部（Ａ４版簡易ファイル、年度・委託名・完成年月・発注者名及び受注者名を明

示、図面は袋綴じ）を紙ベースにて提出する。 

・工事においては当面電子媒体に加え、検査用として出来高管理、品質管理資料

を紙ベースにて１部提出する。 

 

4.デジタル写真の電子データについて 

１）写真管理に用いる写真管理項目の内、写真情報－撮影情報－撮影箇所

については条件付き必須記入となっている。しかしながら、書類整理を行うう

えでは撮影箇所を写真帳に記載することは望ましく、ビューワーでの検索に

活用できることからもできる限り入力するよう受注者に指導を行うこと。 
 

２）デジタルカメラで撮影する場合、デジタルズームは使用しない。なお、写真

の信憑性を考慮し、原則として写真の編集は認めない。 

 ただし、監督員の承諾を得た場合はパノラマ、全体の明るさの補正のみ認め

るものとする。 

 画像データの編集とはＪＰＥＧ形式のデータを編集後に再度ＪＰＥＧにて保存

する作業である。 

 そのため、データの再圧縮が生じるので以前のデータに比較して細部が不

鮮明となる可能性がある。 

 このため工事写真の編集の繰り返しは避けるとともに、画像データを編集後

に保存する際は最高圧縮率（最高画質）で保存する。 

（「また、」以下削除） 
 
 
 

３）トンネル内の暗所の撮影や水中写真等、現場条件によりデジタルカメラの撮影が

適当でない場合は従来の銀塩方式のカメラを使用するものとする。 

このとき、成果品として電子データ化する場合には、解像度に注意すること。 
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３）デジタル写真のみの納品の場合、フォルダ構成は PHOTO フォルダのみと

し、写真管理項目の工事情報も記入する。 
 
 
 

5.ＣＡＤデータのフォーマットについて 

ＣＡＤデータ交換フォーマットは原則としてＳＸＦ（ｐａｒｔ２１：国際標準準拠）

とする。 

ただし、発注時の図面提供形態を考慮して完成図面を納品すること。 

次表に図面の取り扱い方法を定める。 

ただし、発注図面の形式にて納品を受ける場合でもＤＸＦ形式（ＡＵＴＯＤ

ＥＳＫ社の中間ファイルフォーマット：ＳＸＦが策定される以前に異種ＣＡＤ

間のデータ交換に利用されていたが互換性は完全ではない）に変換した

ファイルも併せて納品を受けるのが望ましい。 

ＣＡＤデータには基本的に外部参照機能（リンク貼り付け）を用いない      

が、ラスターデータを取り込む場合のみ可能とする。 

ＳＸＦでは白黒のラスターデータを１枚だけ貼り付けることが可能である。そ

の場合、ラスターデータのファイル名は拡張子以外をＣＡＤファイル名と同

名とし、ＣＡＤファイルと同じフォルダに格納する。なお、ＸＭＬ情報の図面

管理項目は受注者説明文にラスターデータの名称及び外部参照ありと記

入する。 

 （例） 

D5PL0001.P21（平面図のオリジナルデータ） 

D5PL0001.TIF（平面図に利用した外部参照機能の TIFF データ） 

＊D5PL0001.P21 の受注者説明文に“外部参照 D5PL0001.TIF あり” 

  と記入する。 

 
 

 
４）デジタル写真の解像度は、納品データの全体容量の増大をさけるため、デジタル

写真管理情報基準（案）で定める１００万画素程度に対しては１００～２００万画素、地

質・土質調査成果電子納品要領（案）で定めるデジタルコア写真２００万画素程度に

対しては２００～３００万画素の範囲とすることが望ましい。 
 
  （削除） 

 
 
 
 
5.ＣＡＤデータのフォーマットについて 

・ＣＡＤデータ交換フォーマットは原則としてＳＸＦ（part２１：国際標準準拠）と

する。ただし、施工期間中の図面データのやりとりに使用するフォーマット

は、容量の小さいＳＸＦ（sfc）とする。 

・発注時の図面提供形態を考慮して完成図面を納品すること。次表に図面

の取り扱い方法を定める。 

・発注図面の形式にて納品を受ける場合でもＤＸＦ形式（ＡＵＴＯＤＥＳＫ社の

中間ファイルフォーマット：ＳＸＦが策定される以前に異種ＣＡＤ間のデータ

交換に利用されていたが互換性は完全ではない）に変換したファイルも併

せて納品を受けるのが望ましい。 

・ＣＡＤデータには基本的に外部参照機能（リンク貼り付け）を用いない      

が、ラスターデータを取り込む場合のみ可能とする。 

・ＳＸＦでは白黒のラスターデータを１枚だけ貼り付けることが可能である。 

 その場合のラスターデータのファイル名は、拡張子以外をＣＡＤファイル名

と同名とし、ＣＡＤファイルと同じフォルダに格納する。なお、ＸＭＬ情報の

図面管理項目は受注者説明文にラスターデータの名称及び外部参照あり

と記入する。 

 （例） 

D5PL0001.P21（平面図のオリジナルデータ） 

D5PL0001.TIF（平面図に利用した外部参照機能の TIFF データ） 

＊D5PL0001.P21 の受注者説明文に“外部参照 D5PL0001.TIF あり” 

  と記入する。 
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発注図面 完成図面 

発注者よりＣＡＤ製図基準（案）に従った 

ＳＸＦ（ＳＦＣ、Ｐ２１形式）図面を提供する場合 
ＳＸＦ（Ｐ２１形式）

で納品 
発注者よりＣＡＤ製図基準（案）に従った 

ＳＸＦ（ＳＦＣ、Ｐ２１形式）以外の図面を提供する

場合 

発注図面の形式にて

納品（ＳＸＦによる納

品を妨げない） 
発注者より紙図面を提供する場合 紙図面による納品 

（ＳＸＦによる納品

を妨げない） 
（ 参 考 ） 

オープンＣＡＤフォーマット評議会（ＯＣＦ）ではＳＸＦフォーマット入出力が適正

かどうかを判定する検定制度（ＯＣＦ検定）を実施している。 

下記ＵＲＬにてＯＣＦ検定に合格し認証を受けているＣＡＤソフトウェアの一覧を

参照可能である。 

（最新情報参照先：  http://www.ocf.or.jp/） 

ＣＡＤソフトの選定においては製図方法の誤りを避けるため、ＯＣＦ検定認 

証の可否、ＣＡＤ製図基準（案）、要領（案）等のレイヤーテンプレート、 

チェックツールの装備について確認することが望ましい。 
 

 
 

発注図面 完成図面 
発注者よりＣＡＤ製図基準（案）に従った 

ＳＸＦ（ＳＦＣ、Ｐ２１形式）図面を提供する場合 
ＳＸＦ（Ｐ２１形式）

で納品 
発注者よりＣＡＤ製図基準（案）に従った 

ＳＸＦ（ＳＦＣ、Ｐ２１形式）以外の図面を提供する

場合 

発注図面の形式にて

納品（ＳＸＦによる納

品を妨げない） 
発注者より紙図面を提供する場合 紙図面による納品 

（ＳＸＦによる納品

を妨げない） 
（ 参 考 ） 

オープンＣＡＤフォーマット評議会（ＯＣＦ）ではＳＸＦフォーマット入出力が適正か

どうかを判定する検定制度（ＯＣＦ検定）を実施している。 

下記ＵＲＬにてＯＣＦ検定に合格し認証を受けているＣＡＤソフトウェアの一覧を

参照可能である。 

（最新情報参照先：  http://www.ocf.or.jp/） 

ＣＡＤソフトの選定においては製図方法の誤りを避けるため、ＯＣＦ検定認 

証の可否、ＣＡＤ製図基準（案）、要領（案）等のレイヤーテンプレート、 

チェックツールの装備について確認することが望ましい。 
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公共工事受注者         測量図は１、仮設図は４、その他の図面は５を使

用する。 

(3)改定履歴について 

測量業者等 

（ライフサイクルＳを使用するもの） 新規は０を使用する。修正測量は１（２度目の

修正であれば２）で作成する。 

設計業者 

（ライフサイクルＤを使用するもの） 新規は０を使用する。修正設計は１（２度目

の修正であれば２）で作成する。 

公共工事 

発注者         修正が生じた場合は修正前の改訂履歴番号に１を加算した 

    番号とする。 

 公共工事 

    受注者        修正が生じた場合は修正前の改訂履歴番号に１を加算した 

    番号とする。 

                   追加図面については新規扱いとし、０で作成する。 

      ＊改訂履歴の最終のＺについては使用しない。 

 

  （ＣＡＤ製図基準（案）より参考） 

   ○ ○ ○○ ○○○ ○．拡張子 

                                     半角英数大文字で記述する 

半角英数大文字１文字：改定履歴 

（０～９、Ａ～Ｙ、最終はＺとする） 

半角数字３文字：図面番号（００１～９９９） 

半角英字２文字：図面種類（ｅｘ．平面図 

：ＰＬ） 

半角英数大文字１文字：整理番号（０～９ 

、Ａ～Ｚ） 

半角英字１文字：ライフサイクル（Ｓ－測量 

、Ｄ－設計、Ｃ－施工、Ｍ－維持管理） 

  2)レイヤ名について 

レイヤ名については該当するレイヤを修正した場合のみ変更する。 

(1)責任主体について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)レイヤ名について 
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7.ＰＤＦ形式のサイズについて 

ＰＤＦファイルは５ＭＢ未満のサイズとする。 

ＰＤＦファイルのサイズが５ＭＢ以上になると予想される場合には文章の構

造単位（章ごと、節ごと）で分割する。 

報告書オリジナルファイルとＰＤＦファイルは同内容とする。報告書オリジナルフ

ァイルには画像データ等の外部参照機能（リンク貼り付け）を用いない。また、Ｐ

ＤＦファイルは基本的にＡ４縦とするが、Ａ４横及びＡ３横サイズの原稿がある場

合はそのまま変換してよい。 

 

 

 

 

 

8.電子納品管理項目の場所情報入力方法について 

三重県ではＸＭＬの業務管理項目については基本的にデータベース管理情報

と考えており、成果とは区分している。 

以下に三重県での記入方法について示す。 

境界座標、測点（ない場合は未入力）については必須とする。 

距離標についてはほとんどの施設で設置を行っていないことから基本的には入

力しない。（距離標がある場合は入力する） 

境界座標については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームペ

ージよりアクセス可能）の座標データを入力する。（現在は日本測地系となってい

るがそのまま日本測地系にて入力） 

 

1)設計業務等、工事完成図書の電子納品要領（案）の業務管理項目 

 

（１）起点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（２）起点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（３）終点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（４）終点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

 

 

7.ＰＤＦ形式のサイズについて 

・ＰＤＦファイルの１ファイル当たり容量は１０ＭＢ程度までとし、これを超え

る場合は文章の構造単位（章ごと、節ごと）で分割する。 

・報告書オリジナルファイルは容量に関わらず、ＰＤＦファイルと同内容で分割す

る。 

・報告書オリジナルファイルには画像データ等の外部参照機能（リンク貼り付け）

を用いない。また、ＰＤＦファイルは基本的にＡ４縦とするが、Ａ４横及びＡ３横サ

イズの原稿がある場合はそのまま変換してよい。 

・スキャニング及びイメージからＰＤＦファイルを作成する場合は、出力時に原稿

データと同程度の精度を確保されるよう配慮すること。なお、イメージからＰＤＦ

ファイルを作成する場合の目安は約４００ｄｐｉ以上とする。 

 

 

8.電子納品管理項目の場所情報入力方法について 

三重県ではＸＭＬの業務管理項目については基本的にデータベース管理情報と

考えており、成果とは区分している。 

以下に三重県での記入方法について示す。 

境界座標、測点（ない場合は未入力）については必須とする。 

距離標についてはほとんどの施設で設置を行っていないことから基本的には入

力しない。（距離標がある場合は入力する） 

境界座標については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームペ

ージよりアクセス可能）の座標データを入力する。（現在は日本測地系となってい

るため、測地系は日本測地系「００」を入力する。） 

 

1)設計業務等の業務管理項目（INDEX_D.XML）、工事完成図書の工事管理項目

（INDEX_C.XML）の電子納品要領（案）の場所情報入力方法 

（１）起点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（２）起点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（３）終点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（４）終点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 
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（５）起点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（６）起点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（７）終点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（８）終点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（９）西側境界座標経度    基準どおり入力：必須 

（１０）東側境界座標経度  基準どおり入力：必須 

（１１）北側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

（１２）南側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

 

日本測地系での座標入力の場合、設計業務等の電子納品要領（案）では業務管

理項目の予備、工事完成図書の電子納品要領（案）では工事管理項目の予備に

必ずその旨記入する。（例：日本測地系） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、設計業務等の電子納品要領（案）では

業務管理項目の予備、工事完成図書の電子納品要領（案）では工事管理項目の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓが日本測地系の場合は設計業務等の電子納品要領（案）では

業務管理項目の予備、工事完成図書の電子納品要領（案）では工事管理項目の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重日本測地系） 

 

 

2)測量成果電子納品要領（案） 

（１）業務管理項目の場所情報については設計業務、工事完成図書の電子納品入

力方法と同様とする。 

（２）測量情報管理項目場所情報の区域情報の入力方法について下記のとおり定

める。 

 

記 

 

 

（５）起点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（６）起点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（７）終点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（８）終点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（９）西側境界座標経度    基準どおり入力：必須 

（１０）東側境界座標経度  基準どおり入力：必須 

（１１）北側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

（１２）南側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

 

    （削除） 

 

 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、設計業務等の電子納品要領（案）では

業務管理項目の予備、工事完成図書の電子納品要領（案）では工事管理項目の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

    （削除） 

 

 

 

 

2)測量成果電子納品要領（案） 

（１）業務管理項目の場所情報については設計業務、工事完成図書の電子納品入

力方法と同様とする。 

（２）測量情報管理項目（SURVEY.XML）場所情報の区域情報の入力方法について

下記のとおり定める。 

 

記 
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境界座標については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームペ

ージよりアクセス可能）の座標データを入力する。（現在は日本測地系となってい

るがそのまま日本測地系にて入力） 

（１）西側境界座標経度      基準どおり入力：必須 

（２）東側境界座標経度      基準どおり入力：必須 

（３）北側境界座標緯度      基準どおり入力：必須 

（４）南側境界座標緯度      基準どおり入力：必須 

以下は測量成果内容に従い記入する。 

（５）平面直角座標系        基準に従い記入：必須 

＊半角英数２文字：世界測地系で三重県は０６日本

測地系での座標入力の場合はＮ６と入力する。 

 任意座標の場合は００を入力。 

 座標がない場合は未入力。 

（６）西側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（７）東側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（８）北側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（９）南側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

 

＊（６～９）（要領（案）による記載例） 

要領（案）には正負：１桁  座標：整数値６桁以下、少数点１桁、小数点以下最大３

桁と規定されている。 

８２９８ｍの場合           → ＋８２９８．０ 

８２９８．００ｍの場合     → ＋８２９８．００ 

８２９８．００００ｍの場合 → ＋８２９８．０００ 

 

日本測地系での座標入力の場合、測量情報管理項目のその他の予備に必ずそ

の旨記入する。（例：日本測地系） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、測量情報管理項目のその他の予備に

必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓが日本測地系の場合は測量情報管理項目のその他の予備に

必ずその旨記入する。（例：三重日本測地系） 

 

境界座標については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームペ

ージよりアクセス可能）の座標データを入力する。（現在は日本測地系となってい

るため、測地系は日本測地系「００」を入力する。） 

（１）西側境界座標経度      基準どおり入力：必須 

（２）東側境界座標経度      基準どおり入力：必須 

（３）北側境界座標緯度      基準どおり入力：必須 

（４）南側境界座標緯度      基準どおり入力：必須 

以下は測量成果内容に従い記入する。 

（５）平面直角座標系        基準に従い記入：必須 

＊半角数字２文字：世界測地系で三重県は０６と入力

する。 

 任意座標の場合は９９を入力。 

 座標がない場合は未入力。 

（６）西側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（７）東側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（８）北側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

（９）南側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数１１文字） 

 

＊（６）～（９）（要領（案）による記載例） 

要領（案）には正負：１桁  座標：整数値６桁以下、少数点１桁、小数点以下最大３

桁と規定されている。 

８２９８ｍの場合           → ＋８２９８．０ 

８２９８．００ｍの場合     → ＋８２９８．００ 

８２９８．００００ｍの場合 → ＋８２９８．０００ 

 

（削除） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、測量情報管理項目のその他の予備に

必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

（削除） 
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3)ＣＡＤ製図基準（案） 

図面管理項目場所情報の入力方法について次記のとおり定める。 

 

記 

境界座標については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームペ

ージよりアクセス可能）の座標データを入力する。（現在は日本測地系となってい

るがそのまま日本測地系にて入力） 

（１）起点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（２）起点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（３）終点側測点－ｎ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

（４）終点側測点－ｍ      基準どおり入力：必須（ない場合は未入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（５）起点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（６）起点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（７）終点側距離標－ｎ    未入力（ある場合は入力） 

（８）終点側距離標－ｍ    未入力（ある場合は入力） 

                          （小数第１位四捨五入整数止め） 

（９）西側境界座標経度    基準どおり入力：必須 

（１０）東側境界座標経度  基準どおり入力：必須 

（１１）北側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

（１２）南側境界座標緯度  基準どおり入力：必須 

以下は測量成果内容に従い記入する。 

（１３）平面直角座標系    基準に従い記入：必須 

＊半角英数２文字：世界測地系で三重県は０６、日本測地

系での座標入力の場合はＮ６と入力する。 

 任意座標の場合は００を入力。 

 座標がない場合は未入力。 

（１４）西側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数11文字） 

（１５）東側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数11文字） 

（１６）北側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数11文字） 

（１７）南側境界平面直角座標  座標がある場合に必ず入力（半角英数11文字） 

 

 

3)ＣＡＤ製図基準（案） 

図面管理項目（DRAWING.XML）の図面情報の基準点情報入力方法について次

記のとおり定める。 

記 

位置図、平面図、一般図の基準点情報については任意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃ

ｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームページよりアクセス可能）の座標データを入力する。

（現在は日本測地系となっているため、測地系には日本測地系「００」を入力す

る） 

 

   （１）～（１７） 削除 



 
旧（Ｈ１５．１１版） 改訂案（Ｈ１６．１０版） 

 

（１８）基準点情報緯度        未入力（ある場合は秒を小数第１位四捨五入整数止

めの入力） 

（１９）基準点情報経度        未入力（ある場合は秒を小数第１位四捨五入整数止

めの入力） 

（２０）基準点情報平面直角座標系番号  （基準に従い記入：必須） 

＊半角英数２文字：世界測地系で三重県は０６、日本測地

系での座標入力の場合はＮ６と入力する。 

 任意座標の場合は００を入力。 

 座標がない場合は未入力。 

（２１）基準点情報平面直角座標Ｘ座標  座標がある場合に必ず入力       

（半角英数11文字） 

（２２）基準点情報平面直角座標Ｙ座標  座標がある場合に必ず入力 

（半角英数11文字） 

 

＊（１４～１７、２１，２２）（基準（案）による記載例） 

 

基準（案）には正負：１桁  座標：整数値６桁以下、少数点１桁、小数点以下最大３

桁と規定されている。 

 

８２９８ｍの場合           → ＋８２９８．０ 

８２９８．００ｍの場合     → ＋８２９８．００ 

８２９８．００００ｍの場合 → ＋８２９８．０００ 

 

日本測地系での座標入力の場合、図面管理項目の図面情報のその他の予備に

必ずその旨記入する。（例：日本測地系） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、図面管理項目の図面情報のその他の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓが日本測地系の場合は図面管理項目の図面情報のその他の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重日本測地系） 

 

 

（１）基準点情報緯度       基準どおり入力：必須  

（２）基準点情報経度       基準どおり入力：必須 

（３）基準点情報平面直角座標系番号  （基準に従い記入：必須） 

＊半角数字２文字：世界測地系で三重県は０６と入力す

る。 

 任意座標の場合は９９を入力。 

 座標がない場合は未入力。 

（４）基準点情報平面直角座標Ｘ座標  座標がある場合に必ず入力       

（半角英数11文字） 

（５）基準点情報平面直角座標Ｙ座標  座標がある場合に必ず入力 

（半角英数11文字） 

 

 

 

＊（４）、（５）（基準（案）による記載例） 

 

基準（案）には正負：１桁  座標：整数値６桁以下、少数点１桁、小数点以下最大３

桁と規定されている。 

 

８２９８ｍの場合           → ＋８２９８．０ 

８２９８．００ｍの場合     → ＋８２９８．００ 

８２９８．００００ｍの場合 → ＋８２９８．０００ 

 

（削除） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、図面管理項目の図面情報のその他の

予備に必ずその旨記入する。（例：三重） 

 

（削除） 
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4)地質調査資料整理要領（案） 

(1)地質情報管理ファイルのボーリング情報の経度、緯度については任意座標の場

合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームページよりアクセス可能）の座標データ

を入力する。（現在は日本測地系となっているがそのまま日本測地系にて入力） 

 

日本測地系での座標入力の場合、地質情報管理ファイルのコメントに必ずその

旨記入する。（例：日本測地系） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、地質情報管理ファイルのコメントに必

ずその旨記入する。（例：三重） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓが日本測地系の場合は地質情報管理ファイルのコメントに必

ずその旨記入する。（例：三重日本測地系） 

 

5)Ｍ－ＧＩＳの空間コンテンツについて 

Ｍ－ＧＩＳとは三重県の簡易ＧＩＳソフトである。 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓホームページ（三重県のホームページよりアクセス可能）より 

無償ダウンロードが可能である。 

業務の起点側測点についてＭ－ＧＩＳコンテンツの空間コンテンツのフラッグで

作成の後、属性情報を入力して、位置情報を空間コンテンツのエクスポートで作

成する。 

ファイル名についてはＭＧＩＳ（半角英字）とする。（拡張子：mgc） 

パスワードについては設定しない。 

属性情報にはタイトルに起点側測点名、サマリー（概要）に工事・委託名と三重県

進行管理システムのコード番号（仕様書右端のコード番号（例）４１４－００００１な

ら４１４００００１）を記入する。 

レイヤについてはベースのままとする。 

作成したファイルについては下記のフォルダに格納する。 

 

記 

 

土木設計業務等の電子納品要領（案） ＲＥＰＯＲＴ－ＯＲＧフォルダに格納 

工事完成図書の電子納品要領（案）   ＯＴＨＥＲＳ－ＯＲＧフォルダに格納 

測量成果電子納品要領（案）         ＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣフォルダに格納 

 

 

4)地質調査資料整理要領（案） 

(1)地質情報管理項目（BORING.XML）のボーリング情報の経度、緯度については任

意座標の場合はＭｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓ（三重県のホームページよりアクセス可能）の

座標データを入力する。（現在は日本測地系となっているため、測地系は日本測

地系「００」を入力する。） 

 

（削除） 

 

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓでの座標入力の場合、地質情報管理項目のコメントに必ずそ

の旨記入する。（例：三重） 

 

（削除） 

 

（ 「5)Ｍ－ＧＩＳの空間コンテンツについて」  全削除） 
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9.電子納品対象書類について 

1)業務委託の電子納品 

「土木設計業務等の電子納品要領（案）では土木設計業務等委託契約書及び設

計図書において定められる成果品を電子的手段により引き渡す場合に適用す

る」と規定している。 

そのため、契約・執行関係書類については電子納品の対象としない。 

三重県業務委託共通仕様書（Ｈ１３．７）、三重県建設工事実務必携（Ｈ１２．８）に

記載のある書類について電子納品対象適否を分類する。 

（下記書類一覧参照） 

また、書類一覧に記載のない書類についても契約・執行関係書類を除く書類に

ついては電子納品の対象とする。 

なお、オリジナルファイルとはワープロ・表計算ソフト等で作成されたデータであ

り、ＰＤＦファイルとはそのデータをＰＤＦ化したものである。 

押印が必要な書類については紙データでも納品するものとし、正は紙データす

る。 

 

 

9.電子納品対象書類について 

1)業務委託の電子納品 

「土木設計業務等の電子納品要領（案）では土木設計業務等委託契約書及び設

計図書において定められる成果品を電子的手段により引き渡す場合に適用す

る」と規定している。 

そのため、契約・執行関係書類については電子納品の対象としない。 

三重県業務委託共通仕様書（Ｈ１６．７）、三重県建設工事実務必携（Ｈ１２．８）に

記載のある書類について電子納品対象適否を分類する。 

（下記書類一覧参照） 

また、書類一覧に記載のない書類についても契約・執行関係書類を除く書類に

ついては電子納品の対象とする。（三重県公共測量作業規定、三重県土地改良

事業測量作業規定、土木関係ＪＩＳ要覧などの様式） 

なお、オリジナルファイルとはワープロ・表計算ソフト等で作成されたデータであ

り、ＰＤＦファイルとはそのデータをＰＤＦ化したものである。 

押印が必要な書類については紙データでも納品するものとし、正は紙データす

る。 
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＜ 書  類  一  覧 ＞ 

 

（凡例：＜適＞・・・電子納品対象       ＜否＞・・・電子納品対象外） 

 

特記仕様書                                  ＜否＞ 

（測量の場合）              ＜適＞DOCに格納  

                      （ファイル名はSPECS） 

（三重県業務委託共通仕様書資料） 

成果品                                        ＜適＞ 

測量野帳                                      ＜否＞ 

現場代理人等選任（変更）通知書             ＜否＞ 

委託業務打合わせ簿                           ＜否＞ 

記録簿                                       ＜適＞REPORTに格納 

（測量の場合）              ＜適＞DOCに格納 

                     ファイル名はMEETS） 

作業計画書                                 ＜否＞ 

支給材料引渡通知書等の支給品関係書類    ＜否＞ 

委託業務着手届                               ＜否＞ 

作業工程表                                    ＜否＞ 

用地測量業務日報                             ＜否＞ 

障害物伐除報告書                             ＜否＞ 

用地調査等業務日報                           ＜否＞ 

リサイクル計画書                            ＜適＞REPORTに格納 

電子媒体納品書                                ＜否＞ 

（ＪＡＣＩＣ資料） 

業務カルテ受領書                             ＜否＞ 

（三重県建設工事実務必携資料） 

実務必携書類                                 ＜否＞ 

 

2)公共工事の電子納品 

「工事完成図書の電子納品要領（案）では土木工事共通仕様書において定めら

れる成果品を電子的手段により引き渡す場合に適用する」と規定している。 

そのため、契約・執行関係書類については電子納品の対象としない。 

 

 

業務委託関係書類一覧表 
適：電子納品対象、否：電子納品対象外 

 
 

2)公共工事の電子納品 

「工事完成図書の電子納品要領（案）では土木工事共通仕様書において定めら

れる成果品を電子的手段により引き渡す場合に適用する」と規定している。 

そのため、契約・執行関係書類については電子納品の対象としない。 
 

書類名 適否 格納フォルダ 

 特記仕様書（測量） 適 DOC－ﾌｧｲﾙ名SPECS 

 特記仕様書（測量以外） 否  

三重県業務委託共通仕様書資料 

 成果品 適 要領（案）による 

 測量野帳 否  

 現場代理人等選任（変更）通知書 否  

 委託業務打合わせ簿 否  

 記録簿（測量） 適 DOC－ﾌｧｲﾙ名MEETS 

 記録簿（測量以外） 適 REPORT 

 作業計画書 否  

 支給材料引渡通知書等、支給品関係書類 否  

 委託業務着手届 否  

 作業工程表 否  

 用地測量業務日報 否  

 障害物伐除報告書 否  

 用地調査等業務日報 否  

 リサイクル計画書 適 REPORT 

 電子媒体等納品書 否  

ＪＡＣＩＣ資料 

 業務カルテ受領書 否  

三重県建設工事実務必携資料 

 実務必携書類 否  
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三重県公共工事共通仕様書（Ｈ１４．７）、三重県建設工事実務必携（Ｈ１

２．８）に記載のある書類について電子納品対象適否を分類する。（下記書

類一覧参照）また、書類一覧に記載のない書類についても契約・執行関係書

類を除く書類については電子納品の対象とする。 

なお、オリジナルファイルとはワープロ・表計算ソフト等で作成されたデー

タである。押印が必要な書類については紙データでも納品するものとし、正

は紙データする。 

＜ 書  類  一  覧 ＞ 

 

（凡例：＜適＞・・・電子納品対象       ＜否＞・・・電子納品対象外） 

 

          特記仕様書                                   ＜適＞DRAWINGS-SPECに格納 

（三重県公共工事共通仕様書資料）  

工事写真帳                                  ＜適＞PHOTOに格納 

施工計画書                                  ＜適＞PLANに格納 

施工計画書（簡素系）                       ＜適＞PLANに格納 

支給品受領書                                ＜否＞ 

支給品精算書                                ＜否＞ 

貸与品借用書                                ＜否＞ 

貸与品返納書                                ＜否＞ 

現場発生品調書                              ＜適＞OTHERSに格納 

使用材料調書                                ＜適＞OTHERSに格納 

材料確認（検査）調書                       ＜適＞OTHERSに格納 

施工体制台帳                                ＜否＞ 

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図     ＜否＞ 

工事担当技術者台帳                         ＜否＞ 

工事打合わせ簿                              ＜適＞MEETに格納 

工程表                                       ＜否＞ 

工事履行状況報告書                         ＜適＞OTHERSに格納 

段階確認書                                  ＜適＞OTHERSに格納 

工事事故報告書                              ＜否＞ 

測定結果総括表                              ＜適＞MEETに格納 

測定結果一覧表                              ＜適＞MEETに格納 

 

 

三重県公共工事共通仕様書（Ｈ１４．７）、三重県建設工事実務必携（Ｈ１２．

８）に記載のある書類について電子納品対象適否を分類する。（下記書類一覧

参照）また、書類一覧に記載のない書類についても契約・執行関係書類を除

く書類については電子納品の対象とする。（土木関係ＪＩＳ要覧などの様式） 

なお、オリジナルファイルとはワープロ・表計算ソフト等で作成されたデー

タである。押印が必要な書類については紙データでも納品するものとし、正

は紙データする。 

 

工事関係書類一覧表 
 適：電子納品対象、否：電子納品対象外  

書類名 適否 格納フォルダ 

特記仕様書 適 DＲＡＷＩＮＧＳ－SPEC 

三重県公共工事共通仕様書資料 

工事写真帳 適 PHOTO 

施工計画書、同（簡易版） 適 PLAN 

支給品受領書 否  

支給品精算書 否  

貸与品借用書 否  

貸与品返納書） 否  

現場発生品調書 適 OTHERS 

使用材料調書 適 OTHERS 

材料確認（検査）調書 適 OTHERS 

施工体制台帳 否  

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 否  

工事担当技術者台帳 否  

工事打合わせ簿 適 MEET 

工程表 否  

工事履行状況報告書 適 OTHERS 

段階確認書 適 OTHERS 

工事事故報告書 否  

出来高管理表（表紙） 適 MEET 

品質管理表（表紙） 適 MEET 
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出来形品質管理図表                           ＜適＞MEETに格納 

出来形品質管理図（工程能力図）              ＜適＞MEETに格納 

工度数表                                      ＜適＞MEETに格納 

アスファルト混合物の敷き均し時の温度測定  ＜適＞MEETに格納 

塗膜厚測定成績表                             ＜適＞MEETに格納 

コンクリート中の塩分測定表                  ＜適＞MEETに格納 

電子媒体納品書                                ＜否＞ 

（ＪＡＣＩＣ資料） 

          工事カルテ受領書                               ＜否＞ 

          （三重県建設工事実務必携資料） 

           実務必携書類                                  ＜否＞ 

 

 

 

 

10.電子納品個別事項について 

1)業務委託の電子納品 

(1)業務管理項目の設計書コードについて 

三重県進行管理システムのコード番号（仕様書右端の番号（例）４１４－

００００１なら４１４００００１）を入力する。 

 

(2)測量成果の電子納品要領（案）にて納品された電子データのうち、原則、

図面はＣＡＤデータとする。 

成果管理項目の受注者説明文には図面種類等でファイル名一覧に該当しな

い場合、類似工種等により準用した場合はその他の受注者説明文にファイ

ル名の付け方の簡単な概要を記述する。 

また、レイヤ名一覧該当しない場合、類似レイヤ等により準用した場合も

作成したレイヤ名及び作図内容の概要を受注者説明文に記述する。 

また、測量成果の内、報告書等についてはＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣフォルダ

に格納する。（ファイル名はＳＵＶＲＰ） 

 

 
10.電子納品個別事項について 

1)業務委託の電子納品 

(1)業務管理項目の設計書コードについて 

三重県進行管理システムのコード番号（仕様書鏡の右下端の施行番号（例）

４１６－００００１なら４１６００００１）を入力する。 

 

(2)測量成果の電子納品要領（案）にて納品された電子データのうち、原則、

図面はＣＡＤデータとし、ＤＭ、拡張ＤＭの納品が可能な場合は合わせて納

品する。また、ＣＡＤデータの命名規則は第３章 6..ＣＡＤファイルによることと

し、ＤＲＡＷＩＮＧフォルダに格納する。 

 

(3)測量成果の電子納品要領（案）において、ＴＸＴ形式で納品となる成果のうち、フ

ァイルフォーマットが定められていないものについては、測量データ共通フォー

マット（SIMA形式）とするのが望ましい。 

 

 

測定結果総括表 適 MEET 

測定結果一覧表 適 MEET 

出来高品質管理図表 適 MEET 

出来高品質管理図（工程能力図） 適 MEET 

工度数表 適 MEET 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の敷き均し時の温度測定 適 MEET 

塗膜厚測定成績表 適 MEET 

コンクリート中の塩分測定表 適 MEET 

電子媒体等納品書 否  

ＪＡＣＩＣ資料 

業務カルテ受領書 否  

三重県建設工事実務必携資料 

実務必携書類 否  
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測量・用地測量業務を含む場合、基準点については別途ＥＸＣＥＬファイ

ルでも作成し（様式は基準点一覧表：三重県様式）、ＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣ

に格納する。（ファイル名はＫＩＪＵＮ（半角英字）） 

測量・用地測量が任意座標の場合は次記のとおりとする。 

 

 

記 

 

Ｍ－ＧＩＳとは三重県の簡易ＧＩＳソフトである。Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓホームページ

（三重県のホームページよりアクセス可能）より無償ダウンロードが可能である。

基準点についてはＭ－ＧＩＳコンテンツの空間コンテンツのフラッグで作成の後、

属性情報を入力して、位置情報を空間コンテンツのエクスポートで作成する。 

ファイル名についてはＫＩＪＵＮ（半角英字）とする。（拡張子：mgc）基準点が複数

ある場合、ファイル名は“KIJUN01”“KIJUN02”“KIJUN03”・・・とする。 

パスワードについては設定しない。 

属性情報にはタイトルに点名、サマリー（概要）に委託名と三重県進行管理シス

テムのコード番号（仕様書右端のコード番号（例）４１４－００００１なら４１４００００

１）を記入する。 

レイヤについてはベースのままとする。 

作成したファイルについてはＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣに格納する。 

  

 

(4)ＣＡＤデータがファイル名一覧に該当しない場合は、協議により類似工種等

を準用し、図面管理項目の受注者説明文にファイル名の付け方の簡単な概要

を記述する。 

 また、レイヤ名一覧に該当しない場合は、協議により類似工種等を準用し、

同様に受注者説明文に概要を記述するか、新規レイヤを追加し、図面管理項

目の新規レイヤ（新規レイヤ名（略語）、新規レイヤ（概要））を記述する。 

 

(5)測量成果の内、報告書等についてはＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣフォルダに格納する。（フ

ァイル名はＳＵＶＲＰ） 

 

(6)測量・用地測量業務を含む場合、基準点については別途ＥＸＣＥＬファイルでも作

成し（様式は基準点一覧表：三重県様式）、ＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣに格納する。（ファイ

ル名はＫＩＪＵＮ（半角英字）） 

測量・用地測量が任意座標の場合は次記のとおりとする。 

 

 

記 

 

Ｍ－ＧＩＳとは三重県の簡易ＧＩＳソフトである。Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓホームページ

（三重県のホームページよりアクセス可能）より無償ダウンロードが可能である。 

基準点についてはＭ－ＧＩＳコンテンツの空間コンテンツのフラッグで作成の後、

属性情報を入力して、位置情報を空間コンテンツのエクスポートで作成する。 

ファイル名についてはＫＩＴJYUN（半角英大字）とする。（拡張子：mgc）基準点が

複数ある場合、ファイル名は“KIJUN01”“KIJUN02”“KIJUN03”・・・とする。 

パスワードについては設定しない。 

属性情報にはタイトルに三重県進行管理システムのコード番号（仕様書鏡の右

下端の施行番号（例：４１６－００００１なら４１６００００１）、サマリー（概要）に委託

名、メモタイトルに基準点測点名（例：KB..１）、メモ内容に任意座標と記入する。 

レイヤについてはベースのままとする。 

作成したファイルについてはＳＵＲＶＥＹ－ＤＯＣに格納する。 
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基準点一覧表（三重県様式） 

 

注意事項:ファイル名はKIJUN:半角英数字とすること。当該ファイルの種別欄は基準点とする。
当該ファイルにおいても禁則文字は使用しない。

事業名 例:平成15年度国補通砂弟77分1号一級河川三重川水系三重川流域津川国補通常砂防工事

施工番号 例:41400001
注意事項:施工番号については三重県進行管理システムのコード番号:仕様書右端の番号のハイフン抜きとする。
            座標系についてはローマ数字は使用せず、英数字で記入する。
            用地測量の場合、４級に対する補助基準点の場合は５級相当と表記する。

点名 等級 種別 標識の種類 測地系種別 緯度:0 0001秒まで 経度:0 0001秒まで 座標系 座標X:0 001mまで座標Y 0 001mまで
例:TB 1 1 基準点 金属鋲 世界測地系 33度00分00 0000秒 133度00分00 0000秒 6 3000 000m 3000 000m

基 準 点 一 覧 表

 
 

(3)地質・土質調査業務では三重県業務委託共通仕様書により地質・土質データの一

部を（財）三重県建設技術センターへＦＤで提出することとなっている。上記データ

の作成については、電子納品の要領・基準（案）等を使用しない。 

 

(4)ＣＡＤ製図基準（案）等にて納品された電子データでは図面管理項目の受注者説

明文には図面種類等でファイル名一覧に該当しない場合、類似工種等により準用

した場合はその他の受注者説明文にファイル名の付け方の簡単な概要を記述す

る。また、レイヤ名一覧該当しない場合、類似レイヤ等により準用した場合も作成し

たレイヤ名及び作図内容の概要を受注者説明文に記述する。 

 

（例）道路詳細設計横断図準用 法面部分のため、Ｄ－ＤＣＲ－ＨＣＨ３レイヤ追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基準点一覧表（三重県様式） 
   

注意事項:ファイル名はKIJUN:半角英数字とすること。当該ファイルの種別欄は基準点とする。
当該ファイルにおいても禁則文字は使用しない。

事業名 例:平成15年度国補通砂弟77分1号一級河川三重川水系三重川流域津川国補通常砂防工事

施工番号 例:41400001
注意事項:施工番号については三重県進行管理システムのコード番号:仕様書右端の番号のハイフン抜きとする。
            座標系についてはローマ数字は使用せず、英数字で記入する。
            用地測量の場合、４級に対する補助基準点の場合は５級相当と表記する。

点名 等級 種別 標識の種類 測地系種別 緯度:0 0001秒まで 経度:0 0001秒まで 座標系 座標X:0 001mまで座標Y:0 001mまで
例:TB 1 1 基準点 金属鋲 世界測地系 33度00分00 0000秒 133度00分00 0000秒 6 3000 000m 3000 000m

基 準 点 一 覧 表

  
 

(7)地質・土質調査業務では三重県業務委託共通仕様書により地質・土質データの一

部を（財）三重県建設技術センターへＦＤで提出することとなっている。上記データ

の作成については、電子納品の要領・基準（案）等を使用しない。 

 

(8)ＣＡＤ製図基準（案）等にて納品された電子データでは図面管理項目の受注者説明

文には図面種類等でファイル名一覧に該当しない場合、類似工種等により準用した

場合はその他の受注者説明文にファイル名の付け方の簡単な概要を記述する。ま

た、レイヤ名一覧該当しない場合、類似レイヤ等により準用した場合も作成したレイヤ

名及び作図内容の概要を受注者説明文に記述する。 

 

 （例）道路詳細設計横断図準用 法面部分のため、Ｄ－ＤＣＲ－ＨＣＨ３レイヤ追加 
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2)公共工事の電子納品 

 

 

 

(1)ＤＲＡＷＩＮＧＳフォルダには発注図の電子データファイルを格納することとなって

いるが、三重県では発注図面のうち、当初の契約図面のみを格納する。出来高図

面、最終変更契約でない変更契約図面は格納しない。ＤＲＡＷＩＮＧＦフォルダに

は完成図の電子データファイルを格納することとなっているが、三重県では最終の

変更契約図面を格納する。 

 

 

 

(2)発注者は受注者に打合わせ簿で指示した場合は必ず受注者にその電子データを

インターネットメール等で提供する。 

材料確認（検査）調書、段階確認書については発注者で確認項目を入力した電子

データをインターネットメール等で返送する。 

 

(3)出来高管理ソフト等による特定のソフトに依存したフォ－マットで作成される電子デ

ータについては原則、ＥＸＣＥＬで納品とする。 

ＥＸＣＥＬのバージョンについては受発注者間で協議して決定する。 

ＣＳＶで出力するソフトの場合は出力後にＥＸＣＥＬで読み込み、列幅等にて文字が

表示されるよう調整した上で納品する。 

ＥＸＣＥＬ又はＣＳＶで出力できないソフトの場合はＰＤＦで納品するものとする。 

 

 

 
2)公共工事の電子納品 

(1)工事管理項目における請負者情報の請負者コードには、三重県の建設工事等入

札参加資格者名簿の業者コードを記入する。 

 

(2)ＤＲＡＷＩＮＧＳフォルダ（発注図フォルダ）には、発注者から提供される当初契約、

設計変更契約及び設計変更に伴う廃棄図面の全ての図面データを格納する。 

 

(3)ＤＲＡＷＩＮＧＦフォルダ（完成図フォルダ）には、出来形測量結果に基づく図面デー

タ（発注図の修正データ及び新規作成データ等）を格納する。このときのファイル

名は、整理番号は０、改定履歴はＺ、ライフサイクル・図面種類・図面番号は発注図

と整合させる。 

 

(4)発注者は受注者に打合わせ簿で指示した場合は必ず受注者にその電子データを

インターネットメール等で提供する。 

材料確認（検査）調書、段階確認書については発注者で確認項目を入力した電子

データをインターネットメール等で返送する。 

 

(5)出来高管理ソフト等による特定のソフトに依存したフォ－マットで作成される電子デ

ータについては原則、ＥＸＣＥＬで納品とする。 

ＥＸＣＥＬのバージョンについては受発注者間で協議して決定する。 

ＣＳＶで出力するソフトの場合は出力後にＥＸＣＥＬで読み込み、列幅等にて文字が

表示されるよう調整した上で納品する。 

ＥＸＣＥＬ又はＣＳＶで出力できないソフトの場合はＰＤＦで納品するものとする。 
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第4章 電子検査の基本的事項 

1.電子検査の手順 

1)電子検査対応の流れは以下のとおりとする。 

 

     ①CD-Rの外観確認【目視確認】 

      ↓ 

     ②ウイルスチェック【ソフトによる確認】 

      ↓ （ＰＣのスペック、データ量によるが、おおむね１～３分程度） 

     ③電子納品の基準チェック（XMLチェック等）【ソフトによる確認】 

      ↓ （ＰＣのスペック、データ量によるが、おおむね１～３分程度） 

     ④電子納品の内容確認【ビューワーを利用した目視確認】 

 

2)手   順 

(1)共   通 

・ 電子納品の確認は基本的に上記①～④の手順で行う。 

・ 検査時に必要な基本的なソフトを下記に挙げる。 

・ 監督員は受注者にも次記ソフトをダウンロード後、電子媒体の基準チェック、内容

の確認をするよう必ず指示する。 

・ 同様に監督員も電子媒体受け取り時に自らチェックする。 

・ 電子納品の基準チェックにてエラーが出た場合は、監督員は受注者にエラー内

容の修正指示を行い、修正された媒体を確認する。 

ただし、チェックシステムの適用、不具合に関するものを除く。 

・ ＣＡＤデータのファイル名については、図面種類等でファイル名一覧に該当しな

い場合は監督員と協議の上、別途ファイル名を付ける事となっている。ケースによ

っては左記内容にてチェックシステムにてメッセージが表示されるが支障はな

い。 

・ 電子納品要領・基準（案）等については契約時の最新の要領・基準（案）等とする。 

・ 検査員が閲覧を希望する書類の検索・表示を行うための機器の操作は、原則とし

て受注者が行う。受注者は、電子媒体の内容や閲覧ソフトの機能を熟知する者を

操作補助員として付けても良い。 

 

 

   

第4章 電子検査の基本的事項 

1.電子検査の手順 

1)電子検査対応の流れは以下のとおりとする。 

 

     ①CD-Rの外観確認【目視確認】 

      ↓ 

     ②ウイルスチェック【ソフトによる確認】 

      ↓ （ＰＣのスペック、データ量によるが、おおむね１～３分程度） 

     ③電子納品の基準チェック（XMLチェック等）【ソフトによる確認】 

      ↓ （ＰＣのスペック、データ量によるが、おおむね１～３分程度） 

     ④電子納品の内容確認【ビューワーを利用した目視確認】 

 

2)手   順 

(1)共   通 

・ 電子納品の確認は基本的に上記①～④の手順で行う。 

・ 検査時に必要な基本的なソフトを下記に挙げる。 

・ 監督員は受注者にも次記ソフトをダウンロード後、電子媒体の基準チェック、内容

の確認をするよう必ず指示する。 

・ 同様に監督員も電子媒体受け取り時に自らチェックする。 

・ 電子納品の基準チェックにてエラーが出た場合は、監督員は受注者にエラー内

容の修正指示を行い、修正された媒体を確認する。 

ただし、チェックシステムの不具合に関するもの、三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マ

ニュアル（案）の定めによるものを除く。 

・ ＣＡＤデータのファイル名については、図面種類等でファイル名一覧に該当しな

い場合は監督員と協議の上、別途ファイル名を付ける事となっている。ケースによ

っては左記内容にてチェックシステムにてメッセージが表示されるが支障はない。 

・ 電子納品要領・基準（案）等については契約時の最新の要領・基準（案）等とする。 

・ 検査員が閲覧を希望する書類の検索・表示を行うための機器の操作は、原則とし

て受注者が行う。受注者は、電子媒体の内容や閲覧ソフトの機能を熟知する者を

操作補助員として付けても良い。 
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記 

【デジタル工事写真】 

＊委託業務の中に写真帳（PHOTOフォルダの中に写真データ有り）がある場合

を含む。 

  基準チェック→ QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 

         ：（株）ワイズのホームページよりダウンロード可能 

  http://www.wise.co.jp/ 

    内容確認→   QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 

              ※上記ソフトと同一 

              ：（株）ワイズのホームページよりダウンロード可能 

                 http://www.wise.co.jp/ 

  【委託業務】 

    基準チェック→電子納品・保管管理システム チェックプログラム 

             電子成果物作成支援・検査システム＜官庁営繕関係＞ 

             ：国土交通省 国土技術政策総合研究所ホームページよりダウン

ロード可能  http://www.nilim-ed.jp/ 

    内容確認→  SXFブラウザ（CAD用） 

             ：国土交通省 国土技術政策総合研究所ホームページよりダウン

ロード可能  http://www.nilim-ed.jp/ 

             ＡｃｒｏｂａｔＲｅａｄｅｒ（ＰＤＦファイル確認用） 

            ：MIISのソフトウエアライブラリからもダウンロード可能 

※ ホームページよりダウンロードしたソフトは最新版に更新されている 場合があ

るので検査前に再確認すること。 

 

(2)工事の場合 

・ デジタル工事写真については、サムネール印刷で事前確認の上、電子納品（ＣＤ

－Ｒ）をＰＣの画面にて確認する。 

・ 現場で写真を確認する場合は現場事務所等電源の確保できる場所にて行う。 

・ 電子化されていない書類については従来どおり紙媒体で確認する。 

  

記 

【デジタル工事写真】 

＊委託業務の中に写真帳（PHOTO フォルダの中に写真データ有り）がある場合

を含む。 

  基準チェック→電子納品・保管管理システム チェックプログラム 

 ：国土交通省 国土技術政策総合研究所ホームページよりダウ

ンロード可能  http://wwwnilim-ed jp/ 

QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 

         ：（株）ワイズのホームページよりダウンロード可能 

  http://www.wise.co.jp/ 

    内容確認→   QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 

              ※上記ソフトと同一 

              ：（株）ワイズのホームページよりダウンロード可能 

                 http://www.wise.co.jp/ 

  【業務委託及び工事完成図書】 

    基準チェック→電子納品・保管管理システム チェックプログラム 

             電子成果物作成支援・検査システム＜官庁営繕関係＞ 

             ：国土交通省 国土技術政策総合研究所ホームページよりダウン

ロード可能  http://www.nilim-ed.jp/ 

    内容確認→  SXFブラウザ（CAD用） 

             ：国土交通省 国土技術政策総合研究所ホームページよりダウン

ロード可能  http://www.nilim-ed.jp/ 

             ＡｃｒｏｂａｔＲｅａｄｅｒ（ＰＤＦファイル確認用） 

            ：MIISのソフトウエアライブラリからもダウンロード可能 

※ ホームページよりダウンロードしたソフトは最新版に更新されている 場合があ

るので検査前に再確認すること。 

 

(2)工事の場合 

・ デジタル工事写真については、サムネール印刷で事前確認の上、電子納品（ＣＤ

－Ｒ）をＰＣの画面にて確認する。 

・ 現場で写真を確認する場合は現場事務所等電源の確保できる場所にて行う。 

・ 電子化されていない書類については従来どおり紙媒体で確認する。 

・ 出来形管理・品質管理資料の内容確認については、検査用に受注者が用意した印刷

物で行う。 
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(3)委託の場合 

・ 内容の確認については検査用に受注者が用意した両面刷りのＡ４版紙媒体１部（写真
含まず）にて確認する。その製本方法については市販のチューブファイル等に綴じたもの

とし、背表紙には年度、委託名、完成年月、発注者及び受注者名を明記する。 

図面は従来同様、図面袋等に格納して添付する。 

この紙媒体はあくまで参考資料とし、正はＣＤ－Ｒとする。 

・ 検査員は電子納品の内容について紙媒体と同様の内容がＣＤ－Ｒに格納されて

いるかを抜き取りにて確認する。抜き取り率については検査員の判断とする。電

子納品の内容の確認についてはＣＤ－Ｒのうち、１部にて行う。なお、写真につい

ては工事の場合と同様とする。 

 
3)その他の事項 

・ 検査用機器については原則として発注者側にて準備する。 

・ 特殊な機器や特に高性能な機器が必要な場合などにおいては別途指示する。 
・ ただし受注者側との協議により、受注者の協力が可能な場合は受注者側で用

意してもよい。 
・ 検査の準備は、従来通り主に受注者が行うこととする。 
・ 検査で必要となる XML チェック用のソフトおよびビューワー等は基本的に発

注者側で用意する。 

・ ウイルスチェックにて感染が確認されたものについては検査を中止する。 

・ 出来高検査においては途中成果の電子媒体にて検査を行う。 

電子媒体の途中成果についてはＣＤ－Ｒは１部とし、検査後に受注者に返

却する。 

ラベルの表示事項の内、完成年月については予定月を記載し、括弧書きで

出来高回数を記載する。（例）平成１６年３月（出来高第１回） 

上記媒体がチェックシステムにてエラーが発生した場合でも閲覧できれば

問題なしとする。 

 

4)パソコン及びアプリケーションについて 

・ 監督員等のパソコンでＤＫ及びＳＫパソコンを利用する場合は、ネットワー

クの接続を解除すること。 

・ 検査完了後はウイルスバスターにてパソコンにウイルス感染がないか確認

後、ネットワークに接続すること。 

・ ウイルスバスターはMICSで使われている最新のものを使用すること。 

 

・検査員は出来形・品質管理資料の内容について、検査用紙媒体とＣＤ－Ｒに格納され

た内容との整合を抜き取りにて確認する。 

 

(3)委託の場合 

・ 内容の確認については受注者が用意する紙ベースの成果品コピー（Ａ４版簡易ファ

イル、年度・委託名・完成年月・発注者及び受注者名を明記、図面は袋綴じ）にて

確認する。ただし、この紙媒体はあくまで参考資料とし、正はＣＤ－Ｒとする。 

・ 検査員は電子納品の内容について紙媒体と同様の内容がＣＤ－Ｒに格納されて

いるかを抜き取りにて確認する。抜き取り率については検査員の判断とする。電子

納品の内容の確認についてはＣＤ－Ｒのうち、１部にて行う。なお、写真について

は工事の場合と同様とする。 

 
3)その他の事項 

・ 検査用機器については原則として発注者側にて準備する。 

・ 特殊な機器や特に高性能な機器が必要な場合などにおいては別途指示する。 
・ ただし受注者側との協議により、受注者の協力が可能な場合は受注者側で用

意してもよい。 
・ 検査の準備は、従来通り主に受注者が行うこととする。 
・ 検査で必要となる XML チェック用のソフトおよびビューワー等は基本的に発

注者側で用意する。 

・ ウィルスチェックにて感染が確認されたものについては検査を中止する。 

・ 出来高検査においては途中成果の電子媒体にて検査を行う。 

電子媒体の途中成果についてはＣＤ－Ｒは１部とし、検査後に受注者に返

却する。 

ラベルの表示事項の内、完成年月については予定月を記載し、括弧書きで

出来高回数を記載する。（例）平成１６年３月（出来高第１回） 

上記媒体がチェックシステムにてエラーが発生した場合でも閲覧できれば

問題なしとする。 

 

4)パソコン及びアプリケーションについて 

・ 監督員等のパソコンでＤＫ及びＳＫパソコンを利用する場合は、ネットワー

クの接続を解除すること。 

・ 検査完了後はウィルスバスターにてパソコンにウィルス感染がないか確認

後、ネットワークに接続すること。 

・ ウィルスバスターはMICSで使われている最新のものを使用すること。 
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5)完成図書の整理方法 
・納品ＣＤ－Ｒのうち、１部（工事写真帳＜ＣＤ提出用＞又は簡易なファイル

等に格納）は工事完成図書に添付し、１部は所属にて善良な管理者の注意を

持って管理するものとする。１部は県土整備部 公共事業情報化ＰＧ（以下

ＰＧ）に送付する。 

・ サムネール（写真データの一覧）は工事写真帳＜ＣＤ提出用＞に格納する。 

・ 簡易なファイル及び工事写真帳＜ＣＤ提出用＞の背表紙には年度、委託及び工

事名、完成年月、発注者及び受注者名を明記する。 

・ 着工前、完成後及び主要な構造物等、監督員の指示するものは標準（写真はサ

ービス版相当の大きさとし、Ａ４縦に３枚割付：豆図等含む）の印刷を行う。 

・ ＰＧでは送付された上記電子媒体を確認後、媒体の保管を行う。 

・ 紙データが正の書類については従来どおり完成図書に添付する。 

 

 第5章 業務の流れ及びチェックシート 

1. 業務の流れ 
 
1)業務の発注にて受注者が決定したら、当該マニュアル（案）が三重県

のＣＡＬＳ／ＥＣホームページにて公開されているので、ダウンロード

するよう説明する。 

 

↓ 

 

2)次に受注者に次記チェックシートについても三重県のＣＡＬＳ／ＥＣホ

ームページにて公開されているので、ダウンロードするよう説明する。

そして当該チェックシートにて、電子納品についての協議を逐次行う

旨、説明する。なお、測量・用地測量業務を含む場合は、基準点一覧

表についても三重県のＣＡＬＳ／ＥＣホームページよりダウンロードす

るよう説明する。 

 

↓ 
 

3)チェックシートを使用して電子納品の打ち合わせを行い、決定事項を打ち
合わせ簿に記述する。チェックシートは打ち合わせ簿の添付資料とする 

 
5)完成図書の整理方法 
・納品ＣＤ－Ｒのうち、１部（工事写真帳＜ＣＤ提出用＞又は完成図書＜ＣＤ提

出用＞）は工事完成図書に添付し、１部は所属にて善良な管理者の注意を持っ

て管理するものとする。１部は県土整備部公共事業情報化Ｐに送付する。 

・ サムネール（写真データの一覧）を格納する。 

・ 工事写真帳＜ＣＤ提出用＞及び完成図書＜ＣＤ提出用＞の背表紙には年度、委

託及び工事名、完成年月、発注者及び受注者名を明記する。 

・ 着工前、完成後及び主要な構造物等、監督員の指示する代表写真の印刷（従来

のサービス版相当の大きさとし、Ａ４縦に３枚割付：豆図等含む）を行う。 

・ 公共事業情報化Ｐでは送付された上記電子媒体を確認後、媒体の保管を行う。 

・ 紙データが正の書類については従来どおり完成図書に添付する。 

 

 第5章 業務の流れ及びチェックシート 

１．業務の流れ 
 
1)業務の発注にて受注者が決定したら、当該マニュアル（案）が三重県

のＣＡＬＳ／ＥＣホームページにて公開されているので、ダウンロード

するよう説明する。 

 

↓ 

 

2)次に受注者に次記チェックシートについても三重県のＣＡＬＳ／ＥＣホ

ームページにて公開されているので、ダウンロードするよう説明する。

そして当該チェックシートにて、電子納品についての協議を逐次行う

旨、説明する。なお、測量・用地測量業務を含む場合は、基準点一覧

表についても三重県のＣＡＬＳ／ＥＣホームページよりダウンロードす

るよう説明する。 

 

↓ 
 

3)チェックシートを使用して電子納品の打ち合わせを行い、決定事項を打ち
合わせ簿に記述する。チェックシートは打ち合わせ簿の添付資料とする 
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2. 基本的事項 

1)電子成果品の作成手順については各省庁発行の電子納品運用ガイドライ

ン（案）等を参考とする。 

 

2)当該チェックシートは受注者にて記述し、監督員との協議に使用する。 

打ち合わせ毎に記述可能な項目につき記述し、監督員との協議により最

終的にはすべての項目について記述する。 

 

3)業務の内容により、記述欄が不足する場合は行を追加して使用する。 

 

4)当該チェックシートは標準仕様であり、加工して使用してもよい。 

 

3. チェックシートの構成 

1)電子納品チェックシートはCALS様式１～7、A、Bの９様式で構成されて

いる。（下記参照） 

    CALS様式１ 測量業務 

    CALS様式2 用地測量業務 

    CALS様式3 用地調査等業務 

    CALS様式4 工損調査業務 

    CALS様式5 地質・土質調査業務 

    CALS様式6 設計業務等 

    CALS様式7 公共工事 

    CALS様式A ＣＡＤ製図 

    CALS様式B デジタル工事写真 

   

 

２．基本的事項 

1)電子成果品の作成手順については各省庁発行の電子納品運用ガイドライ

ン（案）等を参考とする。 

 

2)当該チェックシートは受注者にて記述し、監督員との協議に使用する。 

打ち合わせ毎に記述可能な項目につき記述し、監督員との協議により最

終的にはすべての項目について記述する。 

 

3)業務の内容により、記述欄が不足する場合は行を追加して使用する。 

 

4)当該チェックシートは標準仕様であり、加工して使用してもよい。 

 

３．チェックシートの構成 

1)電子納品チェックシートはCALS様式１～7、A、Bの９様式で構成されて

いる。（下記参照） 

    CALS様式１ 測量業務 

    CALS様式2 用地測量業務 

    CALS様式3 用地調査等業務 

    CALS様式4 工損調査業務 

    CALS様式5 地質・土質調査業務 

    CALS様式6 設計業務等 

    CALS様式7 公共工事 

    CALS様式A ＣＡＤ製図 

    CALS様式B デジタル工事写真 
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2)上記様式は組み合わせにより使用する。 

業務によりCALS様式１～7より様式を選択し、納品内容に図面があれば

CALS様式A、写真があればCALS様式Bを組み合わせる。下記に設計業務

の例を記述する。 

 

 （例１） 

   道路詳細設計 

      CALS様式6 設計業務等         CALS様式A ＣＡＤ製図 

                               （設計なので納品図面有り） 

 

                               CALS様式B デジタル工事写真 

                               （現地踏査の写真が必要なので 

                                納品に写真有り） 

 

  （例２） 

   道路改良工事 

      CALS様式7 公共工事          CALS様式A ＣＡＤ製図 

    （工事なので納品図面有り） 

    ＊現在、デジタル工事写真のみの 

      運用のため必要なし 

 

                              CALS様式B デジタル工事写真 

                              （工事なので納品に写真有り） 

 

4. チェックシート 

チェックシートを次記に記述する。なお、様式については別途 EXCEL にて提

供しているのでそのファイルをインターネットメール等で受注者に提供する。 

  

2)上記様式は組み合わせにより使用する。 

業務によりCALS様式１～7より様式を選択し、納品内容に図面があれば

CALS様式A、写真があればCALS様式Bを組み合わせる。下記に設計業務

の例を記述する。 

 

 （例１） 

   道路詳細設計 

      CALS様式6 設計業務等         CALS様式A ＣＡＤ製図 

                               （設計なので納品図面有り） 

 

                               CALS様式B デジタル工事写真 

                               （現地踏査の写真が必要なので 

                                納品に写真有り） 

 

  （例２） 

   道路改良工事 

      CALS様式7 公共工事          CALS様式A ＣＡＤ製図 

    （工事なので納品図面有り） 

    ＊現在、デジタル工事写真のみの 

      運用のため必要なし 

 

                              CALS様式B デジタル工事写真 

                              （工事なので納品に写真有り） 

 

5. チェックシート 

チェックシートを次記に記述する。なお、様式については別途 EXCEL にて提

供しているのでそのファイルをインターネットメール等で受注者に提供する。 



































 工事施工段階における図面データの取り扱いは、受発注者のＣＡＤ製図基
準（案）への理解度を考慮して段階的に対応するものとし、当面は管理情報
を除く図面データのみの提供及び電子納品とする。 
 ただし、現時点で対応が可能な場合は、ＣＡＤ製図基準（案）に則った取り
扱いを行うものとする。 
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 第6章 契約等におけるデータの流れ（参考例） 

 

 

 

 

 

 

１．契約・変更・出来高時のデータの流れ 

＊契約・変更にかかるＣＡＤデータは電子納品とは別に整理する必要がある。 

以下に実施例を示す。 

当該事項は工事完成図書の電子納品の本運用時に必要となる事項である。 

当該事項は素案であり、本運用時には再度の検討を行う。 

 

1)発注前 

電子納品されたＣＤ－Ｒより、施工に必要となるＤＲＡＷＩＮＧフォルダ、ＲＥＰＯＲ

Ｔ―ＯＲＧフォルダの内の数量計算書ファイルをフォルダ、ファイルコピーにてＰ

Ｃのデスクトップにコピーする。ＤＲＡＷＩＮＧフォルダ内の図面データに旗揚げ、

ハッチング等の処理を行い、発注図面を作成し、数量計算書ファイルを加工す

る。 

 

 2)契約時 

業務委託の電子納品データのうち、施工に必要となるＳＵＲＶＥＹフォルダ、ＢＯ

ＲＩＮＧフォルダ等について電子納品されたＣＤ－ＲよりフォルダコピーにてＰＣ

のデスクトップにコピーする。次にデスクトップにフォルダを新規作成してそのフ

ォルダの中に上記フォルダを格納する。同様に発注前に作成したＤＲＡＷＩＮＧ

フォルダ、及び数量計算書ファイルも格納する。フォルダ名を SEKOUA（半角英

数文字）とする。ＣＤ－Ｒに書き込み、書き込んだＣＤ－Ｒを受注者に提供する。 

 

（フォルダ構成例）        

                               ＳＵＲＶＥＹフォルダ 

       ＳＥＫＯＵＡ         ＢＯＲＩＮＧフォルダ 

        フォルダ                  ＤＲＡＷＩＮＧフォルダ 

                                      数量計算書ファイル 

 

 

 

 第6章 工事施工段階におけるデータの流れ（参考例） 

 
 
 
 

 

 

 

１．契約・変更・出来高時のデータの流れ 

  ＊以下に現時点における具体的な図面データの流れの参考例を示す。 

 

1)発注前 

設計業務の電子納品媒体から、施工に必要となる図面データをＤＲＡＷＩＮＧフ

ォルダから抽出し、ＰＣのデスクトップ等にコピーして、以下の作業により発注図

データを作成する。 

・施工範囲を旗揚げ、ハッチング等により明示する。 

（次項「2．契約書及び出来高設計書のＣＡＤ図面への施工区間の旗揚げ、ハッ

チングの処理方法について」参照） 

・必要に応じて図面修正を行い、同時に修正したレイヤ名の責任主体を変更す

る。（例：D-TTL-TXT → C-TTL-TXT） 

・表題欄を発注内容に変更、図面番号を１から始まる通し番号で配番する。 

・ファイル名は、ライフサイクルをＤからＣ、図面番号を表題欄と整合、改定履歴

をＺから０に変更する。（例：D0PL004Z.P21 → C0PL0010P21） 

 

   2)契約時 

 発注前段階に作成した発注図データを以下の作業により、受注者に提供する。 

・フォルダ名「ＤＲＡＷＩＮＧＳ」（半角英数字）をＰＣのデスクトップ等に作成し、発

注前段階で作成した図面データを格納する。 

・ＤＲＡＷＩＮＧＳフォルダ内にＳＰＥＣサブフォルダを作成し、特記仕様書データを

格納する。ファイル名はＳＰＥＣとする。（複数ファイルの場合は SPEC01、

SPEC02、SPEC03、・・・・） 

・ＤＲＡＷＩＮＧＳフォルダをＣＤ－Ｒに書き込み、受注者に提供する。 

（ＣＤ－Ｒラベル表示は任意） 

・フォルダ構成例は下図を参照。 
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 3)変更時 

受注者より変更のＳＥＫＯＵＡフォルダをＣＤ－Ｒにて受け取る。 

変更第１回の場合はSEKOU1A（半角英数文字）フォルダとする。 

その図面、数量計算書を利用して変更設計を行う。 

（フォルダ構成例）        

                               ＳＵＲＶＥＹフォルダ 

       ＳＥＫＯＵＡ          ＢＯＲＩＮＧフォルダ 

        フォルダ                  ＤＲＡＷＩＮＧフォルダ 

                                      数量計算書ファイル 

 

4)出来高時 

受注者より出来高のＳＥＫＯＵＰフォルダをＣＤ－Ｒにて受け取る。 

出来高第１回の場合はSEKOU1P（半角英数文字）フォルダとする。 

その図面、数量計算書を利用して出来高設計を行う。 

発注者にてＣＡＤデータ、数量計算書の加工を行った場合は、受注者に再度加

工後のデータを契約時同様に提供する。 

（フォルダ構成例）        

                               ＳＵＲＶＥＹフォルダ 

      ＳＥＫＯＵ１Ｐ          ＢＯＲＩＮＧフォルダ 

        フォルダ                  ＤＲＡＷＩＮＧフォルダ 

                                      数量計算書ファイル 

 

 
（フォルダ構成例）

特記仕様書（２）SPEC02.DOC

・

SPEC01.XLS

C0CS0050.P21

DRAWINGS
フォルダ

SPEC

C0CS0060.P21

・
・

横断図（１）

横断図（２）

特記仕様書（１）

C0LC0010.P21

C0PL0020.P21

C0PF0030.P21

C0SS0040.P21

サブフォルダ

位置図

平面図

縦断図

標準断面図

 
・その他、工事完成図書の電子納品の対象外で、参考資料として提供する数量

計算データ、測量データ、地質土質データ等は、各業務の納品媒体から抽出

等により、上記ＣＤ－Ｒとは別に提供する。（提供方法は協議） 

  

3)変更時 

受注者より、出来形測量結果に基づく出来形図面データ及び数量計算データ等

の提出を受け、以下により設計変更作業を行う。（提出方法は協議） 

・図面データはＳＸＦ（ｓｆｃ）形式とする。 

・表題欄の工事名に「第○回設計変更」と記入する。 

・設計変更により不要となる図面には、図面枠レイヤに図面枠と同じ線種、線色を

用いて大きく×を描き、廃棄図面としてファイル名の改定履歴をＺに変更する。 

・ファイル名のライフサイクル、図面種類、改訂履歴は当初と同様とする。 

・整理番号は、変更図面及び新規追加図面を変更回数とする。 

・図面番号は、新規追加図面は最終番号の後ろへ追加し、廃棄図面が発生した

場合も他図面の番号の前詰め修正は行わない。 

・当初契約時と同様にＤＲＷＩＮＧＳフォルダに設計変更後の図面データ等を格納

し、ＣＤ－Ｒに書き込み受注者に提供する。 

・フォルダ構成例は下図を参照。 

   小構造物図・・・・新規追加図面（最終番号の後ろに追加）

C1PF0030.P21 縦断図      ・・・・・変更図面

・
・

横断図（１） ・・・・・廃棄

横断図（２） ・・・・・変更図面

（フォルダ構成例）

・

C0CS005Z.P21

DRAWINGS
フォルダ

C1CS0060.P21

・
C1LS0450.P21  
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4)出来高時 

受注者より出来高のＳＥＫＯＵＰフォルダをＣＤ－Ｒにて受け取る。 

出来高第１回の場合はSEKOU1P（半角英数文字）フォルダとする。 

その図面、数量計算書を利用して出来高設計を行う。 

発注者にてＣＡＤデータ、数量計算書の加工を行った場合は、受注者に再度加

工後のデータを契約時同様に提供する。 

（フォルダ構成例）        

                               ＳＵＲＶＥＹフォルダ 

      ＳＥＫＯＵ１Ｐ          ＢＯＲＩＮＧフォルダ 

        フォルダ                  ＤＲＡＷＩＮＧフォルダ 

                                      数量計算書ファイル 

 

 

5)上記電子媒体の提出方法 

電子納品の場合と同様とするが、工事写真帳＜ＣＤ提出用＞及びサムネール、

主要な写真の印刷物は不要である。また、提出部数は１部とし、ラベルの表示事

項の内、完成年月の部分を現内容にあった変更第１回、出来高第１回等の表記

に変更する。発注者から、受注者へＣＤ－Ｒを提供する場合の提出方法は任意

とする。 

 

 

4)出来高時 

受注者より出来高分に係る図面データ及び数量計算データの提供を受け、以下

により出来高設計作業を行う。（提出方法は協議） 

・図面データはＳＸＦ（ｓｆｃ）形式とする。 

・表題欄の工事名に「第○回出来高設計」と記入する。 

・発注者にて図面データの加工を行った場合は、加工後のデータを受注者に提供

する。（提供方法は協議） 

 

 

 

 

 

 

5)出来高検査時の電子媒体の提出方法 

・提出部数は１部とし、ラベルの表示事項の内、完成年月の部分を現内容にあっ

た変更第１回、出来高第１回等の表記に変更する。 

・提出形式は透明ケースへの格納とし、写真データのサムネール及び主要構造物

の写真の印刷物１部を検査用に準備する。 
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2．契約書及び出来高設計書のＣＡＤ図面への施工区間の旗揚げ、ハッチン

グの処理方法について 

 

1)契約書 

(1)施行区間の旗揚げ、ハッチング 

発注者については発注前に平面図に施工区間の旗揚げ、ハッチングが必要と

なる。変更回数が複数となった場合でも前回データは残さず前回データを修正

する。 

 

ア）旗揚げ 

旗揚げのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は赤、線種は実線０．５ｍ

ｍとする。 

   （例）平成１５年度の発注の場合 

          下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

             H-152A-HTXT（半角文字） 

       （凡例） 

          H:平成の発注である事を表現 

          152A：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、契約

書の内容である事を表現 

          HTXT:旗揚げである事を表現 

 

 

2．契約書及び出来高設計書のＣＡＤ図面への施工区間の旗揚げ、ハッチン

グの処理方法について 

 

1)契約書 

(1)施行区間の旗揚げ、ハッチング 

発注者については発注前に平面図に施工区間の旗揚げ、ハッチングが必要とな

る。変更回数が複数となった場合でも前回データは残さず前回データを修正す

る。 

 

ア）旗揚げ 

旗揚げのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は牡丹、線種は実線０．５

ｍｍとする。 

   （例）平成16年度の発注の場合 

          下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

             H-162A-HTXT（半角文字） 

       （凡例） 

          H:平成の発注である事を表現 

          162A：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2 等）、契約

書の内容である事を表現 

          HTXT:旗揚げである事を表現 
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イ）ハッチング 

ハッチングのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は赤、線種は実線０．

５ｍｍとする。ハッチング間隔については任意とする。 

（例）平成１５年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-152A-HCH1（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

152A：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、契約書

の内容である事を表現 

HCH1:ハッチである事を表現 

 

ウ）盛土の横断図で暫定の場合等の補助線について 

盛土の暫定断面を表現するため、レイヤ名は（例）のとおりとし、線色は

赤、線種は一点鎖線０．５ｍｍとする。 

 

（例）平成１５年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-152A-LINE（半角文字） 

(凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

152A：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、契約書

の内容である事を表現 

LINE:区切り線である事を表現 

 

 

2)出来高設計書 

(1)出来高区間の旗揚げ、ハッチング 

発注者については平面図に出来高区間の旗揚げ、ハッチングが必要となる。

出来高回数が複数となった場合でも前回データは残さず前回データを修正

する。 

 

 

イ）ハッチング 

ハッチングのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は牡丹、線種は実線０．

５ｍｍとする。ハッチング間隔については任意とする。 

（例）平成16年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-162A-HCH1（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

162A：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、契約書

の内容である事を表現 

HCH1:ハッチである事を表現 

 

ウ）盛土の横断図で暫定の場合等の補助線について 

盛土の暫定断面を表現するため、レイヤ名は（例）のとおりとし、線色は

牡丹、線種は一点鎖線０．５ｍｍとする。 

 

（例）平成16年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-162A-LINE（半角文字） 

(凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

162A：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、契約書

の内容である事を表現 

LINE:区切り線である事を表現 

 

 

2)出来高設計書 

(1)出来高区間の旗揚げ、ハッチング 

発注者については平面図に出来高区間の旗揚げ、ハッチングが必要となる。

出来高回数が複数となった場合でも前回データは残さず前回データを修正

する。 
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ア）旗揚げ 

旗揚げのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線種は実線０．５ｍ

ｍとする。 

（例）平成１５年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-152P-HTXT（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

152P：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）出来高

の内容である事を表現 

HTXT:旗揚げである事を表現 

 

イ）ハッチング 

ハッチングのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線種は実線０．

５ｍｍとする。 

ハッチング間隔については任意とする。 

（例）平成１５年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-152P-HCH1（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

152P：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、出来高

の内容である事を表現 

HCH1:ハッチである事を表現 

 

ウ）盛土の横断図で暫定の場合等の補助線について 

盛土の暫定断面を表現するため、レイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線

種は一点鎖線０．５ｍｍとする。 

 

（例）平成１５年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-152P-LINE（半角文字） 

 

 

ア）旗揚げ 

旗揚げのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線種は実線０．５ｍ

ｍとする。 

（例）平成16年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-162P-HTXT（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

162P：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）出来高

の内容である事を表現 

HTXT:旗揚げである事を表現 

 

イ）ハッチング 

ハッチングのレイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線種は実線０．

５ｍｍとする。 

ハッチング間隔については任意とする。 

（例）平成16年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-162P-HCH1（半角文字） 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

162P：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、出来高

の内容である事を表現 

HCH1:ハッチである事を表現 

 

ウ）盛土の横断図で暫定の場合等の補助線について 

盛土の暫定断面を表現するため、レイヤ名は（例）のとおりとし、線色は青、線

種は一点鎖線０．５ｍｍとする。 

 

（例）平成16年度の発注の場合 

下記レイヤをレイヤに追加して作成する。 

H-162P-LINE（半角文字） 
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（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

152P：15年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、出来高の 

内容である事を表現 

LINE:区切り線である事を表現 

3)上記レイヤ名について 

上記レイヤ名は厳密にはＣＡＤ製図基準（案）に合致していない。 

ＣＡＤ製図基準（案）では半角英文字となっている。 

そのため、ＣＡＤに関するチェックシステムにてチェックを行った 

場合にエラーとなる事があるが問題ない。 

（例）H-152A-HTXT 

  H（半角英１文字）-152A（半角英４文字以下）-HTXT（半角英４文

字以下） 

152の部分にてチェックシステムにてエラーがでる可能性がある。 

 

  第7章 その他事項 

１．問い合わせ先 

当該マニュアル（案）に関する問い合わせ先を以下に示す。 

○ 三重県総務局営繕Ｔが所管する業務 

三重県総務局営繕Ｔ 

〒５１４－８５７０ 

三重県津市広明町13番地 

ＴＥＬ．０５９－２２４－２１５０ 

ＦＡＸ．０５９－２２４－２１１１ 

ｍａｉｌ：eizen@pref.mie.jp  

○ 三重県環境部、農林水産商工部、県土整備部、企業庁が所管する業務 

三重県県土整備部公共事業情報化プロジェクトグループ 

〒５１４－８５７０ 

三重県津市広明町13番地 

ＴＥＬ．０５９－２２４－２２０８ 

ＦＡＸ．０５９－２２４－３２９０ 

ｍａｉｌ：cals@pref.mie.jp 

 

 

（凡例） 

H:平成の発注である事を表現 

162P：16年度の発注で発注ロットが2番目（分割-2等）、出来高の 

内容である事を表現 

LINE:区切り線である事を表現 

3)上記レイヤ名について 

上記レイヤ名は厳密にはＣＡＤ製図基準（案）に合致していない。 

ＣＡＤ製図基準（案）では半角英文字となっている。 

そのため、ＣＡＤに関するチェックシステムにてチェックを行った 

場合にエラーとなる事があるが問題ない。 

（例）H-162A-HTXT 

  H（半角英１文字）-152A（半角英４文字以下）-HTXT（半角英４文

字以下） 

162の部分にてチェックシステムにてエラーがでる可能性がある。 

 

  第7章 その他事項 

１．問い合わせ先 

当該マニュアル（案）に関する問い合わせ先を以下に示す。 

○ 三重県総務局営繕室が所管する業務 

三重県総務局営繕室 

〒５１４－８５７０ 

三重県津市広明町13番地 

ＴＥＬ．０５９－２２４－２１５０ 

ＦＡＸ．０５９－２２４－２１１１ 

ｍａｉｌ：eizen@pref.mie.jp  

○ 三重県環境森林部、農水商工部、県土整備部、企業庁が所管する業務 

三重県県土整備部公共事業情報化プロジェクト 

〒５１４－８５７０ 

三重県津市広明町13番地 

ＴＥＬ．０５９－２２４－２２０８ 

ＦＡＸ．０５９－２２４－３２９０ 

ｍａｉｌ：cals@pref.mie.jp 

 


